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初

期

濁

占

ー

l
特
権
的
ご
品
ア
ア
ク
チ
ュ
ア
を
中
心
と
し
て

1

i

掘

紅

英

序

設

チュ

1
ド
ル
王
朝
メ
ア
リ
l

(
一
荒
五
三

l
一
宜
五
八
年
)
と
く
に
ヱ
リ
ザ
ベ
ス
(
一
一
且
五
八
ー
l
一六
O
コ
一
年
)
卸
位
頃
か
色
、

費
本
主
義
は
第
一
女
間
込
運
動
を
厩
史
的
前
提
と
し
亡
マ
Z

ユ
フ
ア
ク
チ
品
ア
段
階
に
這
入
る
。
農
村
工
業
を
某
盤
と
す
る
か
か
る
マ

イ
ギ
リ
ス

こ
フ
ア
ク
千
ェ

7
え
の
滑
り
込
み
は
、
絶
劃
君
主
制
の
産
業
政
策
を
大
き
〈
輔
換
さ
せ
る
。

農
村
小
管
業
白
展
開
と
モ
れ
D
7
=
ュ
ア
ア
ク
千
ュ
ア
え
の
成
長
の
気
配
は
首
然
都
市
商
工
業
を
衰
額
せ
し
め
、
と
と
に
農
村
と
都

市
と
D
経
湧
的
劉
立
が
生
す
る
。
ま
さ
に
絶
樹
君
主
化
し
よ
う
と
す
る
園
王
は
都
市
と
結
合
し
て
農
村
工
業
を
抑
摩
し
、
た
と
え
ば
/

ウ
ァ
チ
ご
四
四
二
年
)
パ

1
H
・
セ
ン
下
・
エ
ド
マ
ン
ヅ
こ
四
七
七
年
)
で
は
周
遊
農
村
毛
織
業
者
を
都
市
ギ
ル
ド
組
織
に
編
入

L
、
或

は
ス
り
ゥ
ス
バ
リ

1
(
一
四
七
C
年
)
で
は
都
市
毛
織
物
商
白
ウ

z
I
ル
ズ
毛
織
物
の
貫
入
を
禁
止
制
限
し
(
ロ
・
ロ
g
f
F
E
E
E
E型

E
日
E
S
E
5
F
E仏

H
4
F
の
E
E
4
H君臨・

2
晶
圃
)

O

苫

ιに
チ
ュ

1
ド
ル
朝
ヘ
ン
リ

1
八
世
(
一
王
O
九

l
一
五
四
七
年
U

は
農
村
毛
織

業
者
白
外
園
人
と
の
取
引
を
禁
止
し
、

ノ
ウ
ィ
ッ
千
・
フ
リ
ッ
千
ポ

1
干
・
ウ
1
ス
タ
ー
な
ど
で
は
農
村
工
業
を
禁
止
制
限
し
て
都
市

相

期

調

占

第
六
十
四
巻

三
四
丸

第
四
、
豆
、
六
韓

四



担

期

珊

占

第
六
十
四
巻

五
O 

第
四
、
豆
、
六
抵

四

商
工
業
主
維
持
し
よ
う
と
し
た
(
唱
同
-
P
E
w
開
高
官
伊
】

Z
E
Z
L
寓
言
。
唱
ゲ

-EE--v
。向。。古。向。

ω)
。
か
か
る
農
村
工
業
抑
底
政
策
に

メ
リ
ー
は
「
織
工
株
例
」
(
巧

2
2旬、
LPFHEuv
を
.

も
か
か
わ
ら
や
、
農
村
工
業
の
都
市
商
工
業
抑
座
が
一
般
的
と
友
る
と
と
も
忙
、

ヱ
リ
ザ
ベ
ス
は
「
徒
弟
保
例
」

2
Z
5
2
2
〉

Z
H
g
a
の
全
図
的
立
法
に
よ
っ
て
農
村
工
業
!
ー
と
と
で
は
既
に
農
村
マ
ユ
ユ
フ
ア
ク

チ
ュ
ア
を
抑
座
す
る
の
「
織
工
傑
例
」
は
、
第
一
花
農
村
織
一
五
の
織
機
所
有
を
一
識
に
、
徒
弟
を
二
人
に
制
限
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
十

年
来
毛
織
業
白
な
か
っ
た
地
方
で
新
し
く
毛
織
業
を
開
〈
と
と
を
禁
止
し
て
、
も
っ
て
農
村
毛
織
業
と
〈
に
そ
D
7
ユ
ユ
フ
ア
グ
チ
ュ

ア
の
護
展
を
抑
腔
し
、
第
二
に
織
ヱ
白
縮
級
・
染
色
窯
業
を
禁
止
し
て
、
都
市
の
雫
織
物
商
・
仕
上
業
者
が
仕
上
工
程
在
濁
占
す
る
と

と
を
目
的
と
す
る
。
と
と
ろ
で
、
「
織
工
傑
例
」
は
す
で
農
村
工
業
抑
腿
政
策
D
破
綻
を
如
寅
忙
一
不
し
℃
居
り
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ク
・
カ

y
パ

ー
ラ

Y
F
・
1
1
ザ
ム
パ

1
ラ
ン

F
・
ウ
エ
ス
ト
モ

1
7
ラ
ン
ド
の
北
部
諸
燃
を
そ
の
遡
用
か
ら
除
外
し
、
一
五
五
七
|
八
年
の
同
様

D
法
令
は
さ
ら
に
蛍
時
の
毛
織
地
帯
の
ほ
と
ん

E
全
部
を
そ
の
遁
用
外
と
し
て
い
る
(
白
司
E
臣、

E
白
日
呂
・
圃
・
唱
-
E
E
4
u
F片岡守

骨
の
ロ
自

E
F四
阿
佐
回
目
。
E
n
E
E員
『
♀

p
口

宮

匂

固

な

E)
。
つ
ま
り
か
か
る
形
態
、
で
の
良
村
T
I

業
抑
歴
政
策
が
貴
行
不
可
能
で
あ
る
と

ム
」
在
、
法
令
自
身
が
自
認
し
て
い
る
と
と
を
示
し
て
い
る
。

ワ
ー
キ
ン
グ
マ
ス
タ
ー

と
こ
ろ
で
、
農
村
工
業
を
抑
膝
し
よ
う
と
す
る
都
市
の
構
成
自
身
が
働
〈
親
方
と
商
人
的
親
方
日
都
市
貴
族
と
に
分
化
し
、
都
市
貴

族
が
ギ
ル

v
h
よ
び
都
市
白
行
政
を
支
配
す
る
に
至
づ
て
い
る
。
都
市
貴
族
は
、
都
市
手
工
業
の
衰
類
を
防
ぎ
得
友
い
白
で
あ
れ
ば
、

農
村
工
業
白
原
料
・
製
品
主
地
万
都
市
の
自
ら
の
手
を
超
過
せ
し
め
て
自
己
の
地
作
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
そ
と
で
、
た
と
え
ば
、

地
方
都
市
毛
織
物
商
は
都
市
仕
上
業
者

3
c
F
S井
田
)
と
結
合
し
て
農
村
毛
織
物
D
都
市
通
過
を
強
制
す
る
た
め
に
、
飯
に
一
四
八
七

年
に
毛
綿
や
縮
械
し
友
い
毛
織
物
の
轍
出
を
制
限
す
る
一
四
六
七
年
の
法
律
を
未
仕
上
織
物
忙
ま
で
抜
張
し

(
へ
ン

3
1
八
世
治
下
数
度

璃
罷
。
ロ
-
C
2
5
-
E
P
9
4・
圃
)
迭
に
一
六
一
四
年
の
あ
の
「
コ
ッ
ケ

1ン
計
重
工
D
2
5
5、
F
r
i
z
-
-
7
ル
ダ

1
3
・



ヨ
ツ
ケ

1

ン
が
未
仕
上
毛
織
物
(
農
村
毛
織
物
)
を
整
理
染
色
白
う
え
職
問
す
る
と
と
と
し
、
し
か
も
そ
の
轍
同
を
四
十
都
市
忙
分
散
し

て
地
方
都
市
毛
織
物
商
の
利
益
を
守
ろ
う
と
し
、
そ
白
た
め
未
仕
上
品
を
職
川
し
て
き
た
マ

1
千
ヤ
ジ
ト
・
ア
ド
グ
ェ
ン
千
ユ
ア
ラ
ー

ズ
組
合
(
P
B
官
耳
。
『
旨
高
官
己
主
話
回
E
2
4
に
か
わ
っ
て
整
理
染
色
品
主
総
川
ず
る
新
マ

1
チ
ャ
ン
下
・

7
F
ヴ
ェ
ン
チ
ュ
ア
ラ
ー

古
組
合
を
作
っ
た
l
lー
に
ま
で
、
そ
れ
は
慨
系
化
さ
れ
た
が
、
こ
の
計
蓑
は
あ
え
な
く
失
敗
し
た
(
君
国
】
E
n
o
w
F
E
-
v
・

H
S
3
。
さ
き

白
「
織
工
保
例
」
の
第
二
白
内
容
は
ま
さ
し
く
と
の
線
に
そ
う
も
O
で
わ
っ
た
。

か
く
し
て
、
結
封
君
主
目
土
地
貴
校
H

都
市
貴
族
は
、
イ
芋
H

ツ
ス
資
本
主
義
が
漸
く
マ
ニ
ュ
プ
ア
タ
チ
ュ
ア
段
階
に
滑
り
込
ん
だ
メ

ア
リ
ー
と
〈
に
Z

リ
ザ
ベ
ス
即
位
頃
を
境
と
し
亡
、
農
村
工
業
、
と
一
式
う
よ
り
マ
=
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
抑
賂
政
策
白
内
容
を
縛
換
さ
せ

ね
ば
な
ら
な
い
段
階
に
遣
し
た
。
絶
封
君
主
H
士
地
貴
族
H
都
市
貴
族
は
結
託
し
て
、
濁
占
的
特
械
的
T
-
二
フ
ア
ク
チ
ュ

7
を
基
軸

ム
」
す
る
所
調
初
期
濁
占
を
、
エ
ヲ
ザ
ベ
ス
即
位
聞
も
在
い
一
五
六

O
年
頃
か
ち
創
め
る
。
い
わ
ば
閏
ち
車
内
業
資
本
に
縛
化
し
よ
う
と

し
、
と
と
但
私
的
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ュ
?
と
類
型
を
異
に
す
る
湖
上
口
的
特
権
的
マ
ユ
ユ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
が
展
開
す
る
。

と
D
縛
換
期
は
「
織
工
保
例
」
〔
一
豆
豆
E
年
)
「
徒
弟
傑
例
」
同
二
主
六
三
年
)
か
ら
初
期
濁
占
創
始
(
一
主
ハ
O
年
同
)
ま
で
の
問
、
マ
=

ユ
フ
ア
ク
チ
品
ア
段
階
創
始
の
時
期
と
見
て
差
支
危
か
ろ
う
。

初

期

濁

占

の

展

開

出

論

い
わ
ゆ
る
初
期
満
占
は
、

マ
=
ュ
ア
ア
グ
千
ュ
ア
段
階
の
は
じ
ま
る
ヱ
リ
ザ
ベ
ス
靭
に
は
巴
ま
り
、

ヱ
リ
ザ
ベ
ス
・

0
ェ
l

ム
ズ
一

世
・
千
ャ

1
ル
ス
一
世
の
最
盛
期
を
経
て
、

初

期

渦

占

一
六
四
O

|
六

C
年
治
よ
び
一
六
八
八
年
の
プ
ル
ジ
ュ

7
草
命
に
よ
っ
て
療
絶
さ
れ
る
。

第
六
十
四
巻

五

第
四
、
豆
、
六
腕

四
コ



相

期

理事

第
九
ヤ
四
巻

第
四
、
王
、
六
韓

回
目

占

= 
E 

初
期
満
占
は
、
従
っ
て
イ
ギ
リ
ス
絶
針
君
主
制
と
7
-
一
ュ
フ
ア
ク
千
品
ア
段
階
と
白
桐
重
な
る
時
代
の
現
品
端
で
あ
り
、

一
四
八
五
年
に

は
じ
ま
る
イ
ギ
n
J
ス
結
封
君
主
制
白
後
宇
期
十
六
世
紀
後
牛
に
は
じ
ま
る
イ
ギ
リ
ス
0
7
=
ュ
フ
ア
タ
千
正
ア
段
階
白
前
宇
期
白
現
象

で
あ
る
。
初
期
満
占
り
か
か
る
段
階
規
定
は
初
期
濁
占
の
大
限
白
性
格
を
暗
示
す
る
。

初
期
満
占
は
絶
封
君
主
が
特
定
白
個
人
ま
た
は
園
川
町
|
|
多
く
は
官
僚
止
よ
び
都
市
貴
族
ー
ー
に
一
定
産
業
の
濁
占
的
経
皆
様
を
奥

え
る
と
と
ろ
に
成
立
し
、
従
っ
て
そ
れ
は
か
か
る
獅
占
的
経
管
僅
を
輿
え
る
濁
占
大
樫
を
も
っ
絶
劃
君
主
制
を
前
提
す
る
(
同

-
E
4冶

冨
富
。
官

F
F『

E
m
E
E
H
E
m
g
呂
宕
回
目
)
。
然
じ
絶
釣
君
主
制
は
初
期
猫
占
の
法
源
で
あ
る
に
す
ぎ
守
、
初
期
猫
占
出
現
そ
の
も
白
を

決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
初
期
満
占
は
川
マ
=
ュ
フ
ア
タ
千
品

7
段
階
に
這
入
る
と
と
も
陀
漸
〈
頭
角
を
あ
ち
b
し
て
〈
Z
7
2
ュ

ウ
ア
ク
チ
ュ

7
資
本
家
に
鈎
抗
し
と
れ
を
抑
座
し
て
、
絶
釣
主
義
と
そ
れ
を
苫
さ
え
る
階
級
と
が
自
ら
の
物
質
的
基
礎
を
維
持
す
る
た

め
に
産
業
費
本
化
じ
よ
う
と
す
る
形
態
で
あ
る
ロ
従
っ
て
、
絡
謝
君
主
日
官
僚
H
都
市
貴
族
を
め
ぐ
っ
て
展
開
苫
れ
る
初
期
満
占
運
動

は
嘗
然
に
マ
=
品
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
・
プ
ル
ジ
ユ
ア
ジ
ー
の
反
凋
占
逗
勤
D
反
躍
を
ひ
き
起
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
プ
ル
ジ
ュ

7
革
命

運
動
の
一
齢
を
形
ち
作
る
。

-
わ
た
し
は
、
初
期
満
占
白
糠
静
的
伯
格
白
分
析
を
後
廻
し
に
し
て
、
ま
づ
初
期
濁
占
運
動
の
展
開
と
そ
れ
が
議
舎
で
ぴ
き
起
す
反
濁

占
運
動
1
1
l「
潤
占
論
争
」
(
忌
E
E
邑
出
量
4
0さ
と
白
概
略
E
一
市
す
と
と
と
し
よ
う
。
そ
し
て
、
わ
た
し
は
「
猫
占
論
争
」
が
生
み

(

-

)

 

第
一
期
1
ヱ
リ
ザ
ベ
瓦
・
ジ

Z
l
ム
ス
-
世
時
代

落
し
た
中
間
槙
た
る
一
六
二
四
年
白
「
猫
占
保
例
」

3
E
5
邑
富
。
雪
す
ぎ
を
境
と
し

τ、
そ
れ
を
二
期
に
直
分
す
る
と
と
と
す
る
。

こ
白
時
期
の
初
期
狗
占
は
、

専
ら
絶
針
君
中
一
が
官
僚
ま
た
は
都
市
貴
族
に
絹
占
的
産
業
経
営
健
在
あ
た
え
る
特
許
制
度

ヱ
リ
ザ
ベ
ス
が
一
六

O
一
年
十
一
月
三
十
日
ア
院
℃
‘
特
許
授
典
は
「
た
と
え
・
:
:
般
の

(
阿
川
島
窓
口
問

mh
号
ヨ
)
を
法
的
基
礎
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、

1 



首
臣
え
白
個
人
的
利
潤
を
伴
っ
た
に
し
て
も
股
白
区
民
全
憾
の
利
径
の
た
め
で
あ
一
り
、
般
の
主
者
と
し
て
の
隼
巌
は
、
そ
の
授
興
が
，

臣
民
に
苦
痛
と
抑
区
を
あ
た
え
る
な
ど
と
云
う
こ
と
宣
許
さ
左
い
」
(
話
回
甲
山
由
唱
開
口
問
E
V
官
冒
弘
前
Q

町出。

g旬。
f
i
H
G
Z
匂
呂
田
)
と
越

べ
て
い
る
占
う
に
、
特
許
制
度
に
上
る
初
期
潤
占
は
表
面
上
は
殻
明
助
成
・
新
産
業
育
成
を
表
看
板
に
し
て
い
る
。
然
し
王
室
が
特
許

料
を
得
る
と
と
を
目
的
と
し
て
興
え
る
特
許
が
官
僚
ま
た
は
都
市
貴
族
め
手
に
這
入
る
限
り
、
そ
れ
は
全
く
の
「
掠
奪
組
織
」
(
岩
国
・

psumFa
ヲ
ロ
)
に
堕
ち
る
。
常
局
が
同
閥
解
す
る
「
濫
用
」
と
そ
、
初
期
濁
占
の
本
来
白
性
格
で
あ
る
。

エ
リ
ザ
ベ
ス
は
一
五
六
一

l
一
五
八

O
年
の
二
十
年
間
に
化
皐
的
製
品
十
五
伴
宕
鹸
・
耐
石
・
明
磐
・
硫
昔
・
泊
・
堕
・
硝
子
・
布
担
Z
F
草
仕
上

附
一
帯
)
・
機
械
的
登
明
十
三
件
(
波
諜
機
・
排
水
機
・
喫
掛
軸
・
熔
輯
煙
・
雌
・
帆
布
・
カ
ル
n
少な

E
)
鱗
山
合
枇

(
E
E
E
開
高
巳
お
よ
び
冨
E
E
H
自
己

国
防
正
司
耳
O

同
官
)
え
白
銀
山
特
権
な
と
多
数
白
特
許
を
あ
た
品
、
阪
に
こ
の
と
き
特
許
は
新
技
術
忙
限
ら
れ
も
品
〈
在
白
、
ま
た
特
許
期
間

も
十
年
か

ι二
O
l
二
一
ー
l

コ一

O
年
と
延
長
さ
れ
て
き
た
。
特
許
の
「
按
等
性
」
は
一
五
八

0
年
代
さ

ι
Kは
げ
し
く
た
り
、
間
盟
製
治

だ
け
忙
三
つ
の
特
許
が
あ
た
え

ιれ
、
新
技
術
白
後
明
者
ま
た
は
移
入
者
で
な
い
者
陀
多
数
也
特
許
が
あ
た
え
ら
れ
る
に
至
り
(
た
と

え
ば
盤
・
澱
粉
・
鯨
油
・
紙
な
E
)
さ

ιに
一
五
九

O
年
以
後
は
澱
粉
・
盤
・
鯨
油
・
紙
・
硝
子
・
酢
の
特
許
更
新
の
ほ
か
草
・
新
毛
織
物
・
綱
・

硝
石
採
掘
・
居
酒
屋
賭
博
宿
の
菟
許
制
が
多
〈
し
か
れ
た
。
と
と
で
は
既
に
、
特
許
が
愛
明
助
成
・
新
産
業
助
成
で
な
一
〈
、
全
く
王
室

左
官
僚
都
市
貴
族
と
D
財
政
目
的
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
(
耳
同

E
B
U
E
f
志
怠
。
在
ほ
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
忙
は
さ
き
に
述
べ
た
よ

う
に
、
多
〈
の
特
許
貿
易
曾
祉
が
設
立
さ
れ
、

一
般
に
は
「
ヱ
リ
ザ
ベ
ス
白
有
名
左
濁
占
は
専
ら
商
業
濁
占
で
あ
っ
た
」

。昆

E
r
m自
白
E
C
}
S
E
E
R
F百
円
H
f
E
S
E
E
E
H同

m
E
V
と
の
印
象
を
あ
た
え
て
き
た
が
、
数
か
ら
云
え
ば
工
業
組
側
占
が
暗
唱
が
に
多
か

(
剛
山
【
同
ー
の

d
q
w

っ
た
。か

か
る
掠
奪
的
左
猫
占
特
許
は
そ
れ
に
抑
座
さ
れ
抜
奪
さ
れ
る
7

=

ュ
ソ
ア
ク
チ
ュ

7
・
プ
ル
ジ
ュ
ア
ジ
ー
を
は
じ
め
と
す
忍
人
民

初

期

調

占

第
六
+
四
密

三
五
三

第
四
、
玉
、
六
盟

四
五



相

期

調

占

静
六
十
四
巻

三
耳
目

第
四
、
玉
、
六
輔

一
回
大

大
衆
D
反
換
を
誘
い
、
下
院
白
反
濁
占
運
動

1
i「
濁
占
論
争
」
を
惹
起
し
た
。

一
五
七
一
年
な
よ
ぴ
一
五
九
三
年
の
議
舎
で
は
じ
め
て

高
見
許
ム
」
狗
占
と
に
反
封
す
る
撃
が
あ
げ
ら
れ
た
が
、
王
室
側
は
下
院
が
寸
彼
等
に
提
案
さ
れ
る
以
外
の
園
家
問
題
に
干
渉
す
べ
き
で
な

い
」
と
か
「
チ
ェ
ス
か
ノ
ー
を
云
う
と
と
が
議
舎
の
権
利
で
あ
っ
て
‘
聴
い
た
こ
と
や
考
え
た
と
と
宣
述
べ
る
と
と
で
は
な
い
」
在
、

主
室
D
議
合
陀
劃
す
る
絶
針
的
優
越
を
主
張
し
、
議
合
自
身
も
「
か
か
る
行
動
の
無
法
と
借
越
」
を
自
認
す
る
ほ
ど
卑
屈
で
あ
っ
た

(君。再

F
E
u
g
E
司
包
)
。
然
し
一
五
九
七
年
の
議
舎
で
は
、
反
濁
占
運
動
は
壬
蜜
の
か
か
る
説
教
で
は
鎮
め
ら
れ
た
い
程
陀
本
格

的
と
左
り
、
「
特
権
な
よ
び
濁
占
の
特
許
か
ち
生
や
る
害
悪
に
闘
す
ろ
」
法
案
が
干
院
に
上
程
さ
れ
、
壬
室
も
そ
の
幣
筈
の
除
去
を
約
束

サ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
(
君
-
Z
P
R
t
F
E
切

回

。

)

一
六

O
一
年
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
最
後
白
議
合
は
「
組
側
占
論
争
」
由
舟
崎
と
K
2
9

た
。
そ
と
で
、
一
ハ
イ
ド

(
F
E
司何回ロ何回
E
O
)
は
「
濁
占
特
許
に
闘
す
る
普
通
法
上
白
解
稗
」
な
る
法
案
を
起
草
上
程
し
、
調
占
大
権
を
普

通
法
(
円
。
自
己
完

-2)
に
従
属
さ
せ
よ
う
司
と
し
た
。
「
庭
閤
第
一
の
花
に
し
て
王
冠
の
最
も
大
き
左
官
石
」
売
る
潤
土
門
大
植
を
剥
奪
さ
れ

滞
・
澱
粉
-
F
E
d
a
n
E
E
E見
EH)
を
療
止
し
、

Z
こ
と
を
恐
れ
た
ヱ
リ
ザ
ベ
ス
は
、
遂
に

l
一
月
二
十
八
日
比
較
的
有
害
な
特
許
(
趨
・
酔
・
酒
輯
・
魚
の
盟
漬
包
装
・
鯨
油
・
魚
目
脂
肪
肝
臓
・
壷
・

そ
白
他
の
特
許
の
合
法
性
を
裁
判
所
D
普
通
法
に
よ
る
判
決
に
委
ね
る
と
の
「
宜
言
」

(巧一国
-
F
H
a
w
回Z
仏・}屯白

H
邑
l
H
g
k
金
支
収
蝉
)
主
布
告
し
、
同
三
十
日
議
舎
で
「
黄
金
の
演
説
」

3
e
E
2
3
1
R
4
7
4司
・
国
岡
山
刊
の
ご

P
E

司E
H
E
i
同
昆
に
全
丈
収
品
開
)
を
行
っ
て
漸
く
「
調
占
論
争
」
を
鎖
め
る
こ
と
が
で
き
た
の

そ
し
て
濁
占
の
普
遁
怯
え
の
従
属
は
、

ロ
シ

ra

γ
小
間
物
商
7

1
レ
シ
が
ダ
1
シ
イ
の
カ
ル
タ
濁
占
守
一
侵
害
し
た
訴
訟
事
件
八

p
z
o司自
O
E旬
。
さ
で
賓
設
さ
れ
た
。

護
士
フ

1
予

1
は
、
普
通
法
上
白
特
許
が
た
だ
「
人
が
自
ら
の
負
櫓
と
勤
労
ま
た
は
思
付
か
褒
明
忙
よ
っ
て
烹
園
忙
新
費
業
や
以
前
使

7
1
ν

ン
白
熊

あ
れ
友
か
っ
た
産
業
増
進
D
機
具
を
も
た
ら
し
、
し
か
も
壬
閣
の
た
め
に
な
る
場
合
」
に
の
み
許
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
ダ
l
シ
1
の

カ
ル
タ
濁
占
の
よ
う
な
モ
白
他
白
場
合
は
普
通
訟
に
反
し
て
い
る
、
ム
」
主
張
し
て
勝
訴
し
た
(
君
!
国

P
E
u
p
E
唱

団

団

ι
3
0



か
く
し
て
、
完
全
無
快

E
誇
る
絶
劃
君
主
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
主
の
初
期
繍
占
運
動
は
、
「
背
後
に
人
民
を
も
っ
」
下
院
の
反
溺
占
運
動
の

云
っ
た
よ
う
忙
、

フ
l
ラ
ー
が
さ
き
D
嫌
護
で

「
図
家
が
図
王
D
た
め
に
つ
く

ιれ
て
い
る
の
で
友
〈
て
、
関
五
が
困
『
日
説
。
た
め
作
ら
れ
て
い
る
」
と

D
プ
ル
ジ
ュ

マ
一
一
ユ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
・
プ
ル
ジ
フ
ァ
ジ
ー
を
先
達
と
す
る
反
濁
占
運
動
ば
、

反
癒
を
ぴ
き
起
し
た
が
、

ア
政
治
意
識
に
ま
で
た
か
め
ち
れ
て
行
っ
た
。
絶
針
君
主
H
官
僚

(
H
都
市
貴
旋
〕
と
7

ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
・
プ
ル
ジ
ュ
ア
を
先
達

と
す
る
人
民
大
衆
と
の
金
問
的
封
立
、
モ
れ
白
表
現
と
し
て
白
絶
到
君
主
と
下
院
と
の
全
面
的
封
立
、
の
萌
芽
と
胎
動
は
、
ヱ
リ
ザ
ベ

. 

ス
末
期
に
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
。

クェ

1
ム
ズ
一
世
時
代
に
な
る
と
、
「
濁
占
論
争
」
は
盆
々
激
烈
と
な
り
、
結
封
君
主
と
下
院
と
の
激
し
い
樹
立
は
議
合
の
解
散
を
瀕

渡
骨
し
た
。
議
合
D
解
散
は
雨
者
の
封
立
激
化
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
在
る
。

ジェ

1
ム
ス
一
世
は
却
位
直
後
一
六

O
三
年
「
宜
言
」
を
摘
出
し
て
、
潤
占
を
非
難
し
、
稿
祖
院
が
考
慮
す
る
ま
で
濁
古
を
停
止
す
る

ょ
う
命
ヒ
(
耳
同

'
F
E
F
E
司

HS}
一
六

O
四
年
最
初
の
議
舎
で
寵
臣
え
の
恩
賜

l
i昆
々
繍
占
特
許
が
恩
賜
と
し
て
税
務
さ
れ

た
ー
ー
の
節
約
を
約
束
し
た
が
、
か
か
る
約
束
が
何
に
な
ろ
う
?

一
六

O
六
年
一

l
五
月
の
第
二
議
舎
に
は
濁
占
特
許
の
悪
路
除
去

を
問
的
と
す
る
苦
情
委
員
脅
え
の
苦
情
が
増
加
し
、

の
大
権
に
属
す
る
と
し
て
固
執
し
て
唯
7
f
D
慎
重
注
寅
施
D
み
を
約
束
し
、
悪
評
高
い
レ
ノ
ッ
ク
ス
公
慢
の
新
毛
織
物
封
印
禍
占
を

一
六

O
Lハ
年
十
月
山
第
三
議
曾
で
は
ジ
ェ

1
ム
ス
一
世
は
有
害
な
特
許
を
も
園
干
一

裁
判
所
白
判
決
に
委
ね
る
と
と
と
し
た
。

一
六
一

O
年
白
第
四
議
舎
で
は
レ
ノ
ッ
ク
ス
濁
占
に
つ
い
て
の
壬
の
約
束
不
履
行
の
責
任
が

一
六
一
四
年
白
「
腐
敗
議
合
」
で
は
議
合
は
議
合
牧
入
か
ら
一
高
磁
を

迫
求
苫
れ
、
ジ
ェ

1
ム
ズ
一
世
は
始
め
て
議
舎
を
解
散
し
た
。

削
減
し
た
の
で
、
ジ
ェ

l
ム
ズ
一
世
は
と
れ
を
解
散
し
亡
二
ハ
一
二
年
ま
で
議
舎
を
召
集
し
在
か
っ
た
。
ジ
ェ

1
ム
ス
一
世
は
議
合
外

相

期

潤

占

第
六
十
四
巻

一五
豆王

第
四
、
五
、
六
擁

一
四
七



相

期

濁

占

第
六
十
四
巻

三
五
六

第
四
、
五
、
六
輔
副

回
Jミ

牧
入
白
一
つ
の
財
源
を
濁
上
口
授
興
に
求
め
た
が
、
か
く
て
「
王
治
世
の
中
期
比
特
許
の
判
格
に
沿
い
て
も
敢
に
沿
い
て
も
黒
い
方
え
の

特
換
慰
を
劃
し
た
」
〔
耳
戸

E
B
M』

E
白

ヲ

凶

日

l
g
)
@

神
授
論
者
え
の
攻
撃
が
待
ち
受
け

τい
た
。
部
志
一
方
で
は
「
粗
削
占
論
争
」
が
激
化
し
、

財
政
の
遁
繰
の
つ
か
左
く
な
っ
た
ジ
ェ

1
ム
ズ
一
世
は
や
む
左
く
一
六
一
二
年
議
舎
を
召
集
し
た
が
、
そ
と
に
は
絶
封
主
義
的
王
様

モ
ン
プ
ソ
ン
郷
・
ミ
ケ
ル
郷
が
寵
臣
バ
ッ
キ

y
ガ
ム
家
の
=
一
特
許
(
居
酒
屋
・
ぜ
1

ル
庖
の
克
許
・
金
融
糸
潤
占
〕
に
反
劉
し
た
。
上
院
は
ミ
ケ
ル
郷
か
ら
騎
士
容
と
公
職
と
を
剥
奪
し
、
モ

ン
プ
ソ
ン
郷
は
逃
亡
し
た
が
、
壬
も
や
む
な
く
「
宣
言
」
忙
よ
ヲ
て
三
特
許
を
癒
棄
し
、
議
脅
終
了
後
十
八
特
許
を
拒
否
し
、
十
七
特

許
を
普
遁
法
の
審
判
忙
委
ね
た
コ
ご
H
E
B
W
M
V
E
臼
鼠
)
他
方
で
は
、
ジ
ェ

1
ム
ズ
一
世
が
「
園
家
の
最
高
事
項
」
決
定
に
附
す
る

園
王
の
絶
封
的
大
権
を
主
張
す
る
の
に
封
し
、
議
合
は
自
由
・
権
利
・
特
権
が
イ
ギ
リ
ス
人
の
生
来
の
ま
た
歴
史
的
の
権
利
で
あ
り
、

議
曾
が
岡
務
を
虚
理
す
る
権
利
を
も
ワ
と
の
「
大
反
抗
書
」

t
r
o
申
告
m
g
z
S
)

を
出
し
、
絶
樹
君
主
制
を
員
疋
商
か
ら
攻
撃
し
た
え
守

一
六
二
四
年
最
後
の
議
曾
は
、
蔵
相
ミ
ヅ
ル
セ
ッ
ク
ス
伯

を
弾
該
失
脚
苫
せ
、
壬
白
反
釣
を
押
し
切
っ
て
「
狗
占
保
例
」
(
空
色
ロ
席
。
『
出
。
E
官
同
何
回
唱
出
F
M
O
O
W
H
げ
包
匂
岡
田

!EH
載
錐
v

を
泡
過
さ

せ
た
(
F
E
M
V

目。l
E
)

。
ヱ
リ
ザ
ベ
ス
朝
に
胎
動
す
る
「
濁
占
論
争
L

そ
れ
を
字
み
つ
つ
一
展
開
す
る
プ
ル
ジ
ュ
ア
革
命
的
要
求
は
、
ジ
ェ

井
登
志
菩
『
実
圏
一
昨
舎
且
』
昭
和
二
十
四
年
ニ
一
七
買
v

。
王
位
議
舎
を
解
散
し
た
。

ー
ム
ズ
一
世
時
代
忙
は
逢
か
左
成
長
を
見
せ
て
い
る
。
ジ

2

1
ム
ス
一
位
の
あ
の
王
様
紳
捜
請
や
議
脅
の
解
散
な
ど
の
強
が
り
は
、
絶

封
君
主
制
の
孤
立
化
を
陰
蔽
し
よ
う
と
す
る
虚
勢
に
す
ぎ
な
い
。

議
舎
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
た
有
技
研
問
中
白
調
占
ゐ
よ
び
藤
明
者
忙
針

を
除
く
濁
占
は
、
一
般
向
に
普
通
法
に
遼
反
し
て
盤
、
殺
で
あ
り
、
将
来
と
い
え
ど
も
普
湿

法
に
照
し
て
検
討
き
る
べ
き
で
あ
る
と
D
従
来
の
下
院
白
主
張
が
強
調
さ
れ
亡
い
る
。
然
し
そ
と
に
は
大
き
も
仏
抜
穴
が
用
意
さ
れ
て
い

で
は
、
「
濁
占
保
例
」
と
は
ど
ん
な
も
D
で
あ
ろ
う
か
?

す
る
と
れ
ま
で
O
特
許
九
勝
廉
二
十
一
ヶ
年
)



， 

号
ー
ー
即
ち
パ

I
〕
印
刷
・
硝
石
・
火
禁
・
火
砲
・
弾
丸
・
明
禁
・
一
一
ュ

1
カ
ッ
ス
ル
石
茨
・
マ
V

セ
ル
の
曲
冊
子
・
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
U
V

の

仔
牛
皮
・
ベ
ー
カ
ー

ρ酵
母
・
グ
ッ

F
リ
1
の
熔
鍛
左
ど
重
要
な
澗
占
が
除
外
さ
れ
、
議
品
円
で
公
認
さ
れ
、
〔
E
U新
殻
明
に
は
将
来
十

四
ヶ
年
聞
の
特
許
が
あ
た
え
ち
れ
、
〔
E
〕
国
惟
(
何
言
。
門
主
守
z
r
s
m
n
E
C
E官
E
Z
)
陀
は
濁
占
が
あ
た
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
己

の
「
濁
占
燦
例
」
は
残
さ
れ
た
濁
占
白
ほ
か
に
、
新
議
明
に
か
〈
れ
特
陀
岡
崎
と
締
合
し
て
、
新
し
〈
潤
占
を
展
開
す
る
充
分
な
徐
地

を
碕
し
て
い
た
(
君
国
-
F
H
n
z
p
E・勺

E
g
z
『
4
u
嵩

B
O唱
。
官
同
邑
色
。

E
b
吋『

MEm-HCS・田・同日
5
0
「
濁
占
保
例
」
を
契
機
と
し

て
、
新
し
い
形
態
の
淵
占
が
展
開
す
る
。

( 

ー一) 

第
三
期

!
iチ
ヤ
ー
ル
ス
一
世
時
代

千
ャ

1
ル
ス
一
世
の
治
世
一
六
二
五
一
六
四
九
年
の
二
十
五
年
間
に
七
同
白
議
舎
が
召
集
苫
れ
た
が
、
そ
白
う
ち
五
同
解
散
さ
れ
、

解
散
さ
れ
な
か
っ
た
一
一
同
心
議
合
の
う
ち
の
一
六
二
八
年
議
曾
は
千
ャ

1
ル
ス
一
世
忙
手
痛
い
打
撃
を
あ
た
え
た
「
様
利
詩
願
」
(
『
邑

l

r吉
弘

Emrε
を
活
過
せ
し
め
、
一
六
四

O
年
秋
白
「
長
期
議
合
L

ほ
結
劉
君
主
制
を
破
砕
し
千
ャ

1
ル
ー
一
世
の
首
を
も
飛
ば
し
た

あ
白
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
革
命
の
序
曲
と
な
っ
た
。
議
合
を
召
集
し
た
か
っ
た
一
六
二
九
一
六
四

O
年
由
一
親
政
時
代
位
イ
ギ
リ
ス
絶
潤
君

主
制
が
議
曾
と
人
民
大
衆
と
を
も
は
や
統
禦
し
得
左
〈
な
っ
た
讃
践
で
あ
り
、

墜
に
よ
る
ほ
か
絹
針
君
主
制
を
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
詮
左
で
あ
る
が
、
貨
は
千
ヤ
ー
ル
一
世
白
か
か
る
虚
勢
と
そ
絶
封
君
主
制
を
暗
証

一
六
三
五
1
四
O
年
白
「
徹
底
政
策
し
は
徹
底
し
た
弾

滅
す
る
プ
ル
ジ
ュ
ア
草
命
の
到
来
を
は
や
勺
め
た
の
で
あ
る
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
は
、
議
舎
と
白
真
E
酉
か
ら
D
衝
突
の
た
め
に
議
合
白
承
認
を
得
た
議
合
牧
入
を
得
る
と
と
が
で
き
ナ
、
議
合
外

牧
入
と
く
に
濁
占
許
典
主
漁
り
求
め
ざ
る
を
得
な
く
在
っ
た
。
か
く
し
て
、
濁
占
は
本
来
白
技
術
育
成
白
目
的
を
全
〈
離
れ
て
最
も
多

く
白
賃
料
を
支
梯
う
も
白
え
寅
買
さ
れ
、
賃
料
も
一
定
の
貨
幣
ま
た
は
製
品
に
同
定
苫
れ
或
は
生
産
量
に
比
例
じ
て
契
約
さ
れ
る
に
至

初

期

岡

占

第
六
十
四
巻

三
豆
七

第
四
、
豆
、
六
時
四
、

同
九



品世

相

期

自掲

古

9酔

第
六
十
附
巷

三
五
八

第
四
、
玉
、
六
競

E 
O 

担
、
調
占
は
「
徴
枕
組
織
」
(
君
国
可
R
2
M
E品
切
出
)
陀
輔
化
し
、

事
費
調
占
賃
料
は
共
和
制
時
代
忙
は
じ
ま
る
消
費
税
の
先
駆
と

-
な
っ
た
。

と
と
る
で
、
さ
き
の
「
繍
占
傑
例
」
は
特
許
に
よ
る
新
し
い
濁
占
の
形
成
の
道
主
疎
止
し
て
い
た
白
で
、

千
ャ

1
1
N
ス
一
世
は
「
獅

占
保
例
」
の
第
三
白
板
穴
1

1
闇
憾
の
調
占
を
利
用
し
た
。
彼
は
新
技
術
の
稜
明
移
植
白
奨
励
を
目
的
と
し
た
特
許
制
度
で
な
く
、
ギ

ル
ド
・
組
合
・
合
祉
に
法
人
格
を
あ
た
え
る
勅
許
欣

9
4巴

paq)
を
樟
用
し
た
(
垣
間
吋
2
3
E
P
H
V
ω
?一
目
。
)
。
恰
か
も
町
と
れ
よ

b
さ
き
ギ
ル

V
内
部
に
は
、
都
市
貴
族
と
働
く
親
方

(
H
小
親
方
)
居
と
が
杜
合
的
に
分
化
し
、
働
く
親
方
居
は
小
生
産
者
同
庁
白
木
能

た
る
濁
占
慾
を
も
ち
資
金
不
足
に
悩
ん
で
い
た
。
そ
と
で
、
官
僚
ま
た
は
都
市
貴
族
が
仲
介
者
ま
た
は
金
融
者
と
し
て
、
財
政
的
必
要

に
諮
ら
れ
た
園
王
と
猟
占
欲
に
か
ら
れ
た
小
親
方
唐
を
仲
介
し
て
、
小
親
方
居
を
図
結
せ
し
め
て
濁
占
品
開
枇
と
す
包
。
従
っ
て
と
の
狽

占
圏
鵠
は
、
官
僚
ま
た
は
都
市
貴
族
と
闘
王
と
の
二
重
搾
取
に
さ
ち
さ
れ
る
と
と
と
な
る
。
と
の
所
謂
ス
千
ュ

7

1
下
・
ヨ
ー
ポ
レ

1

シ
ョ
ン

Q
E
H同

P
召

OHmmEと
が
千
ヤ
ー
ル
ス
一
世
時
代
の
猫
占
白
特
徴
的
形
態
で
あ
る

2
2
E
U
H
E
E
E
H
C品
B
E
E
P
Rま

P
4

戸
ロ
。
・
u
E
E
;
E
E』
E
E
L
F
E
B
E
Z
Q品
・
凶
〈
同
)
。

チ
ャ

1
ル
ス
一
世
は
長
老
派
の
支
配
す
る
ス
ゴ
ッ
ト
ラ
ン
ト
に
園
立
教
舎
を
強
制
し
よ
う
と
し
て
、
逆
に
ス
ヲ
ツ
下
ラ
ン
ド
軍
隊
に

.， 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
部
ま
で
占
領
さ
れ
た
。
絶
針
君
、
主
制
に
憤
激
す
る
人
民
大
衆
の
閥
心
を
外
に
向
け
よ
う
と
し
た
千
ャ

1
ル
一
世
は
、

逆
に
そ
の
た
め
に
運
命
を
決
定
さ
れ
る
と
と
と
&
う
た
。
千
ャ
l
i
y
ス
一
世
は
一
広
岡

O
年
春
D
短
期
議
合
開
催
の
準
備
と
し
て
、

同
年
六
月
さ
ら
に
多
く
の
狽
占
を
嬢
止
す
る
究
言
(
耳
同
】
E
2
u
M
E仏
匂

六
三
九
年
三
月
三
十
一
以
上
の
潤
占
を
嬢
止
す
る
命
令
、

H4HaHdk軟
骨
)
主
殺
し
て
人
民
大
衆
の
憤
激
を
し
づ
め
よ
う
と
し
た
が
、
短
期
議
合
は
チ
ヤ
ー
ル
ス
一
世
攻
撃
の
瑚
禍
と
な
り
、
一
二

一
六
凶

O
年
秋
の
長
期
議
舎
は
初
期
調
占
と
と
も
に
そ
の
基
礎
た
る
絶
封
君
主
制
を
吹
き
と
ば
し
た
ば
か

週
間
に
し
て
解
散
さ
れ
た
。



り
で
及
く
、

チャ

1
ル
ス
一
世
の
首
ま
で
と
ば
し
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
革
命
の
序
幕
と
な
っ
た
。
(
註
一
)

睦
-
土
地
貴
族
・
都
市
貴
族
(
商
人
貴
族
相
主
世
金
融
貴
族
)
と
フ
ル
ジ
ェ
ア
ジ
ー
を
先
頭
と
す
る
人
民
大
最
と
の
階
殺
闘
争
l
|
プ
ル
ジ
ュ
ア
革
命

運
動
は
、
一
宮
う
ま
で
も
な
い
と
と
で
あ
る
が
、
相
沸
・
政
治
・
丈
也
・
宗
教
な

E
人
間
生
活
町
会
領
域
K
担
け
る
聞
手
で
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
ギ

3
ヌ

の
場
舎
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
が
「
+
七
世
抱
は
宗
教
の
世
純
で
あ
る
」
L
C

量
っ
て
い
る
よ
う
に
(
守
臣
官
F
の

w
F
E町
民
口
問
色
合
同
冨
吉
忠

F
E
E己

盟
品
耳
目
岳

F
E
Z
-
印
宮
)
、
そ
白
闘
季
世
著
し
く
宗
教
的
色
彩
を
も
っ
て
い
る
。
そ
と
か
ち
、
た
と
え
ぽ
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
バ
ー
や
へ
ル
マ
ソ
・
レ

ヴ
ィ
T
白
よ
う
に
、
宗
教
叩
潤
異
部
会
闘
争
の
宜
↓
底
で
あ
り
、
そ
れ
に
主
っ
て
経
済
・
政
泊
・
丈
化
四
方
向
が
決
定
さ
れ
る
と
云
う
よ
う
な
倒
錯
し
た

観
念
論
が
岸
れ
て
く
る
(
嵩
担
当
岳
司
U

毘
ο
官
。

Z
E
M
F
o
r
m
E
E
F
E白
血
日
白
内
印
刷
局
骨
片
岡

4
E
E
E
u
'
国
同

E
三
一
口
宮

P
E
a
-品
宮
内

km

crgDO出
比

mnV2HFpr日開
HHZ回
目
前
)
。

本
稿
自
主
題
た
る
初
期
澗
占
問
題
は
、
政
治
・
文
化
・
宗
教
に
拘
け
る
針
立
が
寅
は
物
質
的
結
湾
問
調
立
を
基
底
と
し
て
い
る
と
い
う
開
盟
な
民
理

を
、
具
抽
間
的
に
主
〈
示
し
て
〈
れ
る
。
わ
れ

1
¥
は
、
と
り
問
題
を
イ
ギ
リ
ス
・
プ
L

P

f

L

ア
宜
骨
運
動
。
一
基
底
と
し
て
車
扱
う
。

初
期
渇
占
の
経
済
的
性
格

ー

l
初
期
調
占
由
貿
例
|
|

ゐ
た
し
ば
と
れ
ま
で
初
期
調
占
の
展
開
と
ぞ
れ
を
め
〈
る
議
舎
閣
争
と
を
プ
ル
ジ
ュ
ア
革
命
運
動
の
.
一
酌
と
し
て
取
扱
っ
て
き
た
。

だ
が
、
初
期
調
占
と
は
一
般
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
?

と
比
す
る
。

そ
れ
を
あ
き
ち
か
に
す
る
た
め
に
、
と
と
で
二
つ
由
貿
例
を
あ
げ
る
と

既
に
越
べ
た
よ
う
に
、
初
期
調
占
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ジ
ュ
ム
ズ
一
世
・
チ
ャ

l
ル
ス
一
世
D
治
世
虻
普
及
し
た
。
コ

1
ρ

ベ
ッ
パ

1

(
F
T
E
F
F官
署
旦
は
一
六
四

O
年
長
期
議
舎
で
、
「
と
れ
ら
は
(
初
期
満
占
筆
者
)
モ
ジ
プ
ト
の
蛙
D
主
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
住

屈
を
占
譲
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
か
ち
自
由
左
部
屋
も
な
い
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
コ
ッ
プ
在
、
わ
れ
わ
れ
白
皿
を
暖
り
、
わ
れ
わ
れ

相

l 期

調

占

第
宍
+
四
巻

三
豆
九

静
岡
、
豆
、
六
蹴

一
五



相

期

凋

占

第
六
十
四
巻
豆
大
O

第
四
、
豆
、
大
掛

互E

白
煙
迭
に
坐
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
染
槽
洗
濯
火
薬
槽
D
う
ち
に
い
る
。
そ
れ
は
酒
場
で
賄
方
と
分
ち
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ

白
一
聞
か
ち
足
ま
で
マ
ー
ク
し
封
印
す
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
ピ
ン
一
本
も
ま
け
な
い
」

(FEPHP宣
言
4
E
a
c弓
〈
己

F
M
M
F
F白

国
'
r
4
二
M
E
E
F問
自
《
H
E
F
T
E
E
M
E
r
oロ
ロ
『

E
5
5
5
H喧
H凶
回
出
主
主
と
、
初
期
満
占
D
氾
殺
を
菰
刺
し
た
。

と
う
し
た
無
数
の
初
期
渦
占
の
う
ち
か
色
、
わ
た
し
は
精
子
濁
占
ム
」
石
鹸
繍
占
L
」
の
ご
つ
だ
け
を
と
り
出
し
て
み
よ
う
。
さ
き
に
述

べ
た
よ
う
に
、
初
期
満
占
は
一
六
二
四
年
の
「
澗
占
僚
例
」
に
よ
っ
て
形
態
措
型
化
を
飴
儀
な
く
さ
れ
た
D
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
硝
子

調
占
を
し
て
ヱ
リ
ザ
ベ
ス
・
0
=
1
ム
ズ
一
世
朝
の
初
期
澗
占
を
代
表
せ
し
め
、
石
鹸
摘
占
を
し
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
白
初
期
満
占
を

代
表
せ
し
め
る
と
と
と
す
る
。

(

一

〕

硝

占

レ
ヴ
ィ
ー
が
「
盤
採
掘
業
E

己
ガ
ラ
ス
工
業
と
は
は
じ
め
か

ι資
本
主
義
的
来
r
礎
白
う
え
忙
組
織
さ
れ
て
い
た
」
〔
国
!
『

4
h
冨
S
T
F

子

濁

同
住
民

;
E
E昔

5
2・
E)
と
一
耳
っ
て
い
る
よ
う
に
、

ガ
ラ
ス
工
業
が
十
五
1
六
世
紀
イ
ギ
り
ス
に
輸
入
さ
れ
た
と
き
か
ら
、

そ
れ
は
マ
=
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ

7
形
態
を
冒
と
っ
て
い
た
。
ガ
ラ
ス
工
業
に
恥
け
る
初
期
満
占
は
、

ヱ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
一
五
七
四
年
ヴ
ェ

ス
人
ギ
ア
コ
ポ
・
ヴ
ェ
ル
サ
リ
エ
(
の
znoす
ぐ

S
L己
)
の
酒
杯
特
許
か
ら
、
ジ
ュ
1
ム
ズ
一
世
朝
の
一
六
一
五
年
マ
ン
セ
ル

(
F
F
r
z

冒険

UE)
白
完
全
調
占
を
経
て
、
長
期
議
品
目
白
一
六
四
二
年
ま
で
、
約
七
十
年
間
つ
や
く
。
然
し
イ
ギ
リ
ス
白
ガ
ラ
ス
工
業
は
初
期
満

占
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
移
植
さ
れ
た
も
の
で
在
く
、
十
五
世
組
以
来
移
植
登
艮
し
つ
つ
あ
っ
た
ガ
ラ
ス
工
業
が
初
期
満
占
に
よ
っ
て
疎

止
さ
れ
た
。
レ
ヴ
ィ
ー
が
ガ
ラ
ス
工
業
を
「
あ
き
ら
か
忙
き
わ
ど
い
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
特
に
は
げ
し
い
競
争
を
よ
び
起
し

そ
う
に
な
い
新
工
業
部
門
」
と
一
五
う
場
合
、
彼
は
「
自
然
的
忙
」
護
展
し
つ
つ
あ
る
私
的
7
=
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
|
1
1
い
わ
ゆ
る
「
濁

立
ガ
ラ
ス
製
法
業
者
」
音
骨
官

z
a
E
Z
E
p
r
g
)
ム
」
初
期
濁
占
と
の
封
立
を
見
落
し
て
い
る
。



十
五
世
紀
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
白
ガ
ヲ
ス
工
業
は
粗
悪
な
窓
ガ
ラ
ス
、

し

一
般
人
の
常
用

ι供
用
し

τ
い
た
が
、
十
六
世
紀
に
這
入
る
と
と
も
に
多
数
白
、
不
1
ダ
l
ラ
ン
ド
人
・
ず
ヱ

と
く
に
サ
セ
ッ
ク
ス
鍛
工
業
地
帯
で
は
緑
色
堰
ガ
ラ
ス
を
生
産

エ
ス
情
イ
ギ
ロ
ス
人

。
ち
に
は
フ
ラ
ン
ス
を
逃
れ
た
ユ
グ
ノ

1
の
ガ
ラ
ス
製
造
場
が
設
立
さ
れ
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
に
は
十
五
人
θ
製
法
業
者
が
予
セ
ッ
ク
ス

と
サ
セ
ッ
ク
ス
・
サ
ー
境
界
に
集
中
し
て
い
た
。
然
し
営
時
の
イ
ギ
リ
ス
硝
子
工
業
は
解
決
す
べ
き
二
つ
白
問
題
を
も
っ
て
い
た
。
モ

そ
れ
の
技
術
を
導
入
し
輸
入
を
防
止
す
る

問
題
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
燃
料
の
問
題
で
あ
り
、
従
来
は
燃
料
と
し
て
木
材
を
使
用
し
て
い
た
た
め
、
ガ
ラ
ス
工
業
は
サ
セ
ヅ
ク
ス

白
一
つ
は
精
巧
品
と
く
に
洞
杯
と
カ
ッ
ト
・
グ
ラ
ス
は
大
陸
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
た
の
で
、

品
、
ヶ
ン
ト
白
木
村
を
切
り
査
し
、
森
を
迫
っ
て
デ

1
ン
森
・
ス
タ
ッ
フ
ォ

1
ト
腕
・
ウ

1
ス
グ

1
腕
え
と
西
漸
し
て
行
っ
た
。
木
材
に

か
b
っ
て
石
茨
を
使
用
す
る
問
題
が
、
と
く
に
奮
立
地
た
る
サ
セ
ッ
ク
ス
・
ケ
ン
ト
・
サ
リ
l

の
ガ
ラ
ス
製
浩
業
者
の
緊
急
問
題
と
な

っ
た
。
ガ
ラ
ス
工
業
庇
ゐ
げ
る
初
期
硝
占
は
こ
の
二
つ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。

一
六
一
五
年
の
マ
ン
セ
ル
の
全
面
的
猫
占
に
至
る
契
機
は
一
五
七
四
年
ヴ
ェ
ル
サ
リ
ニ
白
何
杯
特
許
に
は
じ
ま
る
が
、
と
れ
よ
b
さ

き
一
五
六
七
年
ネ
1
ザ
ラ
ン
ド
商
人
カ

l
レ
争
よ
び
ベ
ッ
ク

(
F
E
E仏
国

2
E
)
が
下
イ
ウ
白
ロ
ー
レ
ン
法
に
よ
る
ガ
苧
ス
製
法
特
許

然
し
プ

を
獲
得
し
、
ネ
1
ザ
ラ
ン
ド
人
目
。
フ

p
z
ッ
ト

3
5与
を
は
じ
め
と
す
る
労
働
者
を
使
っ
て
三
つ
の
作
業
場
を
設
立
し
た
。

リ
ヱ
ッ
ト
な
ど
白
労
働
者
白
蹄
図
に
よ
っ
て
、
ヵ

l
レ
治
主
び
ベ
ッ
ク
の
作
業
場
は
失
敗
し
、
彼
等
位
ロ
ー
レ
ン
訟
に
主
る
ガ
ラ
ス
新

製
法
業
者
か
ら
特
許
料
を
と
る
早
在
る
利
権
屋

(
F
Z
E
m
0・
2
晶
旦
と
ん
和
し
て
し
ま
っ
た
。
か
く
し
て
、
ロ

1
レ
シ
法
ガ
ラ
ス
製
遣
は

カ
1
レ
烏
よ
び
ベ
ヅ
ク
の
特
許
は
ガ
ラ
ス
工
業
の
稜
展
を
疎
止
す
る
と
と
と
&
っ
た
の
で
、

年
特
許
更
新
臓
は
却
下
さ
れ
た
(
君
国
・
翌
日
地
問
ロ
肉
H
Z
V
P
E
Z
E
属
。
宮
市
C
守

-
E耳
切
。
3
0
と
の
特
許
は
そ
の
後
白
初
期
猫
占
に
機
承

園
王
白
保
護
注
し
に
俊
展
し
、

一
五
七
六

さ
れ
る
と
と
な
〈
終
っ
た
。

初

期

潤

占

第
穴
十
回
答

= 
大

第
四
、
豆
、
六
貌

五



第
四
、
玉
、
宍
輯

ガ
ラ
ス
製
造
業
に
蒔
け
る
全
面
的
濁
占
は
、
，
次
の
=
一
つ
の
契
機
の
統
一
か
九
な
る
。
円
I
〕
ベ
ル
ザ

f
7ー
ポ
ウ
ェ
ス
|
|
ハ
ー
ト

初

期v

掴 1

占

富
市
宍
十
四
巻

占
r、

豆
四

島
よ
び
フ
非

1
セ
ッ
ト
の
澗
杯
特
許
。
阪
に
越
べ
た
よ
う
に
、

ヱ

H
ザ
ベ
ス
咽
初
期
に
は
洞
杯
持
よ
ぴ
カ
ツ
下
グ
ラ
ス
白
よ
う
な
精
巧

品
は
大
陸
諸
園
か
ち
聡
入
さ
れ
、
輸
入
防
止
白
た
め
園
内
生
産
を
起
す
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
と
で
、
(
イ
こ
五
七
四
年
イ
タ
リ
ー
人
キ

一
方
で
は
一
ヶ
年
た
た
な
い
う
ち

ア
コ
ポ
・
ず
ェ
ル
サ
リ
一
一
に
、

一
一
十
一
ヶ
年
間
の
酒
杯
製
遺
漏
占
槽
と
轍
入
禁
止
が
許
さ
れ
た
が
、

忙
そ
白
作
業
場
は
焼
失
し
、
他
方
で
は
「
濁
立
ガ
ラ
ス
製
誼
業
者
L

白
特
許
侵
害
が
頑
強
し
、
そ
の
事
業
は
失
敗
し
た
。
(
ロ
)
そ
と
で
、

第
一
白
特
許
の
失
敗
し
た
と
と
を
表
向
き
の
理
由
と
し
、
資
は
毎
年
一

0
0穫
の
賃
料
を
取
得
し
王
室
え
の
倒
人
的
貢
献
忙
報
ゆ
る
た

め
に
ヱ

H
ザ
ベ
ス
は
一
五
九
二
年
あ
ら
た
め
て
廷
臣
ポ
ウ
ヱ
ス
(
由
民

T
E
E
5
F
4
2
4
E
ヴ
ェ
ル
サ
リ
一
一
が
享
受
し
た
と
ほ
ぽ
同
じ
特

楼
を
あ
た
え
た
。
と
ζ

で
は
特
許
制
度
は
新
技
術
の
保
護
で
友
く
、
ス
宝
〈
潤
占
特
権
に
脚
佑
し
た
。
(
ハ
)
ヂ
ェ

1
ム
ズ
一
世
白
一
六

O

七
年
ボ
ウ
ヰ
ス
白
猟
占
特
幡
は
、
ポ
ウ
ェ
ス
死
後
三
ヶ
年
に
は
じ
ま
る
二
十
‘
一
ヶ
年
間
を
傑
件
と
し
て
、

ハ
ー
ト
者
よ
ぴ
フ
ォ

1
セツ

ト
(
国
立

E
品
同

2
0
E
)
に
受
け
つ
が
れ
た
(
岩
田

P
H
E
u
E仏句・

6
?苫)。〔
E
U
ソ
I
ル
タ
ー
の
特
許
。
ソ
ー
ル
タ

1
S
F
E丘
F
吉
岡
)

は
一
六

O
九
年
E
れ
ま
で
の
特
許
に
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
あ
る
積
の
ガ
ラ
ス
特
許
を
獲
得
し
た
(
当
国

F
E
、
F
E
匂
4
3
0
〔
目
〕
ス
リ

ン
グ
ス
ピ

l
の
石
炭
使
用
忙
主
る
ガ
ラ
ス
製
法
特
司
。
と
れ
も
蹴
に
述
べ
た
よ
う
忙
、
イ
革
り
ス
白
首
時
の
ガ
ラ
ス
製
建
業
は
精
巧
ロ
m

D
圏
内
生
産
の
ほ
か
卒
、
も
う
一
つ
白
問
題
|
|
漸
弐
洞
渇
す
る
木
材
の
か

b
り
に
石
茨
を
燃
料
と
し
て
使
刷
す
る
問
題
を
も
っ
て
い

巴
HEVこ
に
あ
た
え
ち
れ
た
。

た
が
、
石
炭
使
用
に
よ
る
ガ
ラ
ス
製
迭
特
許
は
一
六
一

O
年
ヱ

H
ザ
ベ
ス
女
王
九
百
抱
え
彫
刻
師
の
廷
臣
ス
リ
ン
グ
ス
ピ

1
(
F
耳目
F

E

ス
リ
ン
グ
ス
ピ

1
の
製
浩
方
訟
は
ド
イ
ツ
・
ハ
ン
ガ

H
!
の
方
法
を
一
貧
者
か
ち
詐
取
し
た
も
の
で
あ

る
ば
か
り
で
左
く
、
営
時
既
陀
フ
ラ
ン
ス
か
ち
移
住
し
て
い
た
ユ
グ
ノ
ー
か
ち
な
る
「
潤
立
ガ
ラ
ス
製
造
業
者
」
が
ζ
亀
方
法
を
使
則

し
て
い
た
。
特
許
は
完
全
に
利
権
K
特
化
し
た
(
者
出

ipBUMF島
匂
己
コ
と
の
特
許
は
翌
年
嬢
葉
苫
れ
、

ガ
ラ
ス
製
迭
に
一
一
ュ
l



カ
ツ
ス
ル
石
茨
を
使
用
す
る
同
巴
排
他
的
特
権
が
ズ
1
千
・
テ
ー
ル
ウ
オ
ー
ル
・
バ

1
シ
ず
ア
ル
・
メ
フ

P
ン
に
授
奥
さ
れ
た
。
中
心

人
物
ズ

1
チ

(
F
E
3丘
-NCEVHωglHO忠
)
は
ハ
リ
ン
グ
ウ
ぇ

1
ス
の
ズ

1
千
男
容
十
一
代
D
嘗
主
で
‘
あ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
セ
V

ル
郷

(
E
7
5
-
F
B
P島
)
の
能
愛
す
る
廷
臣
で
あ
っ

τ、
か
の
ず
ァ

1
ジ
ニ
ヤ
脅
社
。
重
役
(
二
ハ
O
九
年
)
と
な
っ
た
り

J

、
ヴ
ァ
I
J
V

由
一
ヤ
に
般
を
逸
っ
て
=
ュ

1
イ
シ
グ
ラ
ン
ト
議
舎
の
初
代
議
員
と
な
っ
た
り
し
た
廷
巨
資
本
家
(
門
昌
広
島
民

B
E
5
)
で
あ
っ
た
(
宮
?

同ち

E
弓
0
町
国
俗
博
由
。

E
]
回
品
E】

U
V可
・
〈
。
]
同
国
)

か
く
し
て
、
新
技
術
の
保
護
育
成
主
本
来
の
目
的
と
す
る
特
許
制
度
が
王
室
|
|
廷
臣
資
本
家
の
繍
占
の
た
め
の
利
権
忙
特
化
し
た

以
上
、
全
面
的
漏
占
え
の
道
は
担
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
二
つ
白
過
程
を
通
じ
て
、
達
成
さ
れ
た
。
〔

I
〕
石
炭
忙
よ

Z
ガ
ラ
ス

の
代
償
虻
よ
っ
て
嬢
棄
せ
し
め
て
、

一
ム
ハ
一
四
年
彼
等
え
白
年
金
て

0
0
0跨

そ
れ
を
自
ら
の
う
ち
に
統
一
し
、
か
く

L
て
ズ

I
千
一
誠
は
三
つ
白
特
許
を
統
一
す
る
と
と
と
友

製
造
特
許
を
も
っ
ズ
】
チ
一
一
抹
は
ポ
ウ
ェ
ス
白
剤
杯
特
許
告
よ
び
ソ
ル
タ
1
の
特
許

E
、

っ
た
。
と
と
ろ
で
、
と
れ
は
「
積
立
ガ
ラ
旦
製
誌
業
者
」
白
隣
組
で
あ
り
彼
等
の
反
劉
に
遭
っ
た
が
、
柄
特
院
は
ザ
ッ
セ
ク
ユ
の
ユ
グ

ノ
ー
た
る
ハ
ン
ゼ
イ
家
・
千
ィ
ザ
ッ
ク
家
白
も
む
と
ス
タ
ッ
フ
ォ
ー
ド
・
ウ

1
ス
タ
ー
の
ユ
グ
ノ
ー
た
Z
チ
ィ
ザ
ッ
ク
家
の
も
の
を
逮

捕
せ
ざ
る
を
得
友
か
っ
た
〔
司

H
F
5
w
ま
仏
予

4
H
aコ
〔

E
〕ズ

1
千
一
一
放
は
一
六
一
五
年
さ

ιに
向
己
の
地
位
を
か
た
め
る
た
め

6亡
‘ 

モ
ン
下
ゴ
メ
リ
1
伯
(
出
身
宵
円
仲
間
ロ

HHPFHH
え
員
自
布
。
Z
4
H
U
Z
E呂
)
弘
正
よ
び
マ
シ
セ
ル
(
印
有

F
官
ユ
冨

E
E
H
m
4
?
E昌
)

白
三
有
力
廷
臣
資
本
家
を
パ
ー
ト
ナ
ー
に
加
え
、
迭
に
「
澗
立
ガ
ラ
ス
製
造
業
者
し
の
競
争
を
排
す
る
も
江
め
忙
木
材
燃
料
の
使
用
を
禁

じ
叉
ガ
ラ
ス
の
聡
入
を
禁
ナ
る
ジ
ェ

l
ム
ズ
一
世
の
「
宣
言
」
を
獲
得
し
、
迭
に
マ
ン
セ
ル
一
涯
は
全
ガ
ラ
ス
製
迭
と
園
内
市
場
と
を

務
占
し
て
し
ま
っ
た
。
と
と
ろ
で
、
か
か
る
完
全
精
占
は
ガ
ラ
ス
の
品
質
を
お
と
し
供
給
を
不
足
せ
し
め
債
額
を
騰
貴
せ
し
め
た
ば
か

り
で
左
く
、

マ
ン
セ
ル
の
作
業
揚
自
身
で
「
宜
言
」
に
違
反
し
て
木
材
を
使
用
し
て
い
た
の
で
、
「
澗
立
ガ
ラ
ス
製
諮
業
者
」
は
マ
ン
セ

相

期

調

占

第
六
十
四
巻

第
四
、
豆
、
宍
杭

五
五



祖

期

濁

占

第
六
十
四
巻

= 
六
回

第
四
、
玉
、
六
腕

一
豆
大

ん
の
濁
占
を
犯
し
、
或
は
閣
外
に
退
出
し
よ
う
と
し

τ、
逮
捕
さ
れ
浸
牧
さ
れ
罰
金
刑
に
混
ぜ
ら
れ
た
へ
唱
Z
F
5
w
F
Z
'
M
M
4同ド
4
3
0

と
と
ろ
で
、
と
白
調
占
の
中
心
人
物
ず
ン
セ
ル
は
ェ
ト
ワ

1
F
・
7

ン
セ
ル
郷
と
ウ
1
ス
タ
l
伯
の
娘
と
を
雨
一
親
と
し
園
爾
品
川
書
=
コ

ラ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
の
娘
を
憂
う
た
程
白
家
柄
白
海
軍
提
督
で
あ
り
(
ロ
E
E
E
4
L
E
E
r
E
H
E。m
E
Z
w
g
-
H同
)
、
毛
ン
下
ゴ
メ
リ
1
伯

は
同
時
に
母
方
の
ベ
ム
プ
ロ

l
ク
伯
家
を
つ
ぐ
い
V
Z
1
ム
ズ
一
壮
第
一
白
寵
臣
で
あ
り
、
ヴ
ァ

1
ジ
ニ
ヤ
合
枇
・
東
印
度
合
枇
そ
の
他

の
メ
V

パ
ー
と
な
っ
た
姪
臣
資
本
家
で
あ
っ
た
(
豆
島
。
E
唱
え
回
芸
E
L
回
品
目
-
v
Z
4
L
H
g
。

マ
ン
セ
ル
の
ガ
ラ
ス
濁
占
は
私
的
7

=
ュ
フ
ア
ク
千
ュ
ア
白
殺
展
を
疎
止
す
る
ば
か
り
で
な
く
そ
れ
を
出
沼
会
に
排
除
し
て
、
招
相
針
君
主
'
F

」
廷
匹
目
官
僚
が
濁
占
利
潤
を
獲
得

ず
る
手
段
で
あ
っ
た
。

ガ
ラ
ス
潤
占
は
そ
の
形
成
期
た
る
一
五
七
四
ー
一
『
ハ
一
五
年
K
慨
に
「
樹
立
ガ
ラ
ス
製
法
業
者
」

l
l私
的
マ
=
ュ
フ
ア
タ
チ
ュ
?

の
反
謝
を
抑
墜
し
つ
つ
形
成
さ
れ
た
が
、
と
の
マ
ン
セ
ル
白
濁
占
に
封
ず
る
「
凋
立
製
造
業
者
」
の
反
艶
運
動
は
袋
々
は
げ
し
〈
な
り
、

一
六
一
四
・
二
《
一
二
と
く
に
あ
の
「
潤
占
保
例
」
が
通
過
し
た
一
六
二
四
年
の
議
舎
で
は
マ
ン
セ
ル
猫
占
は
非
難
の
附
と
な
っ
た
。

然
し
そ
れ
が
握
止
苫
れ
た
白
は
長
期
議
合
白
一
六
四
二
年
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
来
市
民
戦
争
中
に
か
か

b
ら
予
「
繍
立
ガ
ラ
ス
製
法
業

者」

!
l私
的
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
は
白
由
に
褒
達
し
、
十
七
世
紀
末
に
は
=
ュ

1
カ
ッ
ス
ル
を
中
心
と
し
て
約
九

O
の
作
業
場
が

あ
り
、
し
か
も
そ
白
三
分
白
一
は
高
級
ガ
ラ
ス
生
産
に
従
事
し
た
(
巧

Z'】

E
2
・
E
仏
句
記
同
国
円
。
4
w
F
E
m
当

ι∞
)
。
か
く
し
て

イ
ギ
リ
ス
白
ガ
ラ
ス
製
造
業
は
絡
調
君
主
廷
巨
資
本
家
の
特
許
制
度
に
か
〈
れ
た
濁
占
|
l
l
特
権
的
7

エ
ユ
フ
ア
ク
千
ュ

7
の
某
礎
の

う
え
忙
設
展
し
た
白
で
な
く
、
そ
れ
D
竣
棄

1
1叫
営
業
自
由
の
う
え
に
つ
濁
立
ガ
ラ
ス
製
造
業
者
」

l
l私
的
マ
ユ
ユ
フ
ア
ク
千
ュ
ア

骨
基
礎
と
し
て
愛
展
し
た
白
で
あ
る
。
雨
者
の
釣
立
は
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

( 

ー-u 

石

鹸

濁

占



石
鹸
は
消
費
手
段
と
し
て
ば
か
り
で
左
く
、
首
時
の
イ
ギ
リ
ス
産
業
の
部
幹
た
る
羊
毛
工
業
に
故
く
ζ

と
白
で
き
・
な
い
補
助
的
生
産

専
ら
「
積
立
石
鹸
製
建
業
者
」

(HE4mznE

mEMVFHwa)
に
よ
っ
て
ロ
ン
ド
ン
周
迭
に
管
ま
れ
、
一
六
一
一
二
年
に
は
ロ
ン

F
ン
白
、
主
要
な
「
濁
立
石
鹸
製
遣
業
者
」
だ
け
で
も
ほ
ぼ

手
段
で
あ
っ
た
が

と
白
石
鹸
製
謹
一
業
は
ヱ
リ
ザ
ベ
ス
朝
に
イ
ギ
リ
ス
に
移
植
さ
れ
、

二
十
に
遺
し
た
(
同

F
4
U
H
E仏
噌

日

l
白

n
E旬

ωε
。
と
と
る
で
J

石
鹸
は
加
旦
と
油
脂
と
の
化
合
物
で
あ
る
が
、

ζ

れ
ら
と
く
に
鯨
油

は
大
陸
譜
園
か
ら
職
入
さ
れ
で
い
た
。
石
鹸
濁
占
は
と
の
原
料
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
。

石
鹸
濁
占
は
ジ
ヱ

1
ム
ズ
一
昨
末
期
白
一
六
一
一
三
年
に
萌
し
、
千
ャ

1
ル
ズ
一
世
白
時
代
に
定
成
ず
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
き

の
硝
子
猫
占
と
異
り
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
朝
の
特
徴
た
る
結
枇
形
態
を
と
り
、
そ
れ
も
都
市
貴
族
の
結
社
形
態
に
推
移
し
て
行
く
。
と
と

忙
石
鹸
濁
占
ム
」
硝
子
濁
占
と
の
相
異
が
見
ら
れ
る
。

石
鹸
猫
占
は
弐
の
三
つ
巴
録
化
を
と
げ
る
。
卸
ち
〔

I
〕プ

1
キ
ヱ
ル
(
印
南

7
E
F
E
E
S
の
二
人
目
被
護
者
が
立
競
友
海
草
双
な

ど
園
産
原
料
を
使
用
す
る
硯
石
鹸
の
製
誼
特
許
と
そ
の
特
許
侵
害
を
防
ぐ
た
め
の
「
樹
立
石
鹸
製
透
場
」
検
有
権
主
、
「
樹
立
石
鹸
製

建
業
者
」
の
反
謝
を
押
し
切

b
闘
王
に
噸
営
り
二
国
間
ま
た
は
年
二
寓
践
と
三
高
五
千
磁
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
在
、
献
上
す
る
約
束
の
も
と
に

獲
得
し
た
が

2
・
5
2
u
E
5
E
口

S
E
E
L
F
a
s
E冨

2
4
5
5
、
と
白
特
許
権
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
左
か
っ
た

一
六
=
二
年
チ
ャ

l
ル
ス
靭
に
大
成
郷
ウ
ェ
ス

1
ン
「
田
町
田
島
P
E
耳
由
吉
田
)
長
よ
び

ヨ
ッ
テ
ン
グ
ト
ン
男
爵
白
支
援
の
も
と
に
数
人
白
廷
臣
が
「
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
1
石
齢
製
造
者
組
合
」
(
国

H
O
P
E司
i

L

E司
HEWS

〔
当
国

MVP52HE品
切
口
。
)
。
〔

E
〕
と
と
ろ
が

。
向
者

S
E
E
m日
)
を
設
立
し
て
さ
ま
の
特
許
を
買
収
し
て
、
(
イ
)
毎
年
硬
石
鹸
五
、

0
0
0噸
を
生
産
し
て
閤
王
陀
噸
常
り
阻
跨
ま
た
は

年
三
高
磁
を
献
上
し
、
〔
ロ
)
「
猫
立
石
総
製
造
歩
T
検
査
穫
を
獲
得
じ
、
(
ハ
)
原
料
た
る
獣
脂
次
白
轍
山
と
加
盟
白
轍
入
と
白
禁
止
を

一
六
一
一
三
年
組
合
は
さ
ら
に
石
鹸
加
里
の
聡
入
を
禁
じ
、
ま
た
石
鹸
製
造
忙
獣
脂
と
〈
に
鯨
仙
の
使
用
を
禁
じ
植
物
油
を
「

第

六

十

四

巻

一

五

七

獲
得
し
た
。相

期

調

占

三
六
宜

第
四
、
王
、
宍
競



初

期

E謁

占

第
六
十
沼
春

一六六

第
四
、
五
、
え
甥

五
八

使
用
す
べ
き
命
令
を
獲
得
し
た
が
、
と
れ
に
よ
っ
て
輸
入
加
旦
と
鯨
油
陀
依
存
し
て
い
た
「
猫
立
石
鹸
製
造
業
者
」
の
存
綬
は
不
可
能

忙
な
り
、
奈
石
鹸
制
捜
遣
業
が
こ
の
組
合
の
溺
占
領
域
と
な
っ
た
。
特
許
は
今
や
完
全
な
濁
占
特
権
に
特
化
し
た
。
だ
が
、
組
合
は
と
れ

で
満
足
せ
す
、

一
六
三
三
年
星
法
院
(
日
向
P
E
Z
こ
を
し
て
新
規
一
親
方
の
開
業
と
ロ
ン
ド
y

・
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
1

・
プ
リ
ス
干

ん
か
ら
一
哩
以
内
で
の
石
鹸
制
拝
遣
を
禁
止
せ
し
め
て
調
占
を
完
全
ふ
な
も
の
と
し
た
が
、
濁
占
を
完
成
し
た
組
合
は
自
ら
D
溺
占
形
成
の

一
六
三
四
年
に
は
組
合
が
醤
法
た
る
鯨
油
を
使
用
す
る
許
可
を
獲
得
し
た
(
君
国
吋
ロ
日
唱
配
色
匂
・
ロ
?

H
回
目
・
国
E
4
w
H
E
P
ω
?面
島

田

ω
?
日
目
)
。
「
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
I
石
鹸
製
法
者
組
合
」
は
、
わ
れ
b
れ
の
知
る
限
り
で
は
、
一
臣
巨
費
木

た
め
白
命
令
を
故
紙
と
し
て
、

家
の
組
合
で
あ
り
、
廷
臣
資
本
家
が
「
溜
占
燦
例
L
E
股
法
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
〔
E
〕
ウ
エ
ス
ト
ン
岳
よ
び
コ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ト
ン
に

代
つ

τ、
カ
ン
タ
ベ

p

l
大
信
正
ロ

l
ド
(
唱
E
g
g
-
ι
E
)
と
新
大
蔵
郷
が
資
梅
宮
握
る
に
及
ん
で
、
モ
白
庇
護
者
た
る
ロ
ン
ド
ン
の

有
力
「
濁
立
石
鹸
製
遣
業
者
」
』
都
市
貴
族
七

l
凡
人
が
「
ロ
ン
F
Y
石
鹸
製
造
者
組
合
」
(
豆
諸
D
E
宮
唱
え
F
E
S
F
P
E
P
F
E
)

二
八
三
七
年
に
「
ウ
エ
ス
ト
ミ
Y
ス
タ
l
組
合
」
む
猟
占
特
植
を
四
高
三
千
時
間

を
組
織
し
て
、

(
う
ち
八
、
0
C
C
時
園
王
へ
、
六
、
0
0
0

時
訴
訟
費
用
、
ウ
エ
ス
ト
ン
へ
数
千
皆
、
設
備
原
料
二
高
五
千
碗
で
貿
牧
し
て
同
一
特
権
在
獲
得
し
、
園
王
に
噸
首
り
八
傍
を
支
出
抑
う
己
と

と
し
た
(
巧
出
】
E
S
U
M
-
E
!

日

Y
H
H
U
I
H
同
日
出
宮
4
w
E
白
・
回
以

9iax
か
く
し
て
、
石
献
湖
上
門
は
廷
十
回
資
本
家
の
一
緒
吐
か
ら
、

廷
臣
に

属
議
さ
れ
た
都
市
貴
族
の
結
祉
え
移
っ
た
。

か
か
る
繍
占
は
も
と
も
と
「
濁
立
石
鹸
製
法
業
者
」
白
競
争
排
除
の
う
え
に
成
立
す
る
も
白
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
絶
え
A
Y
彼
等

の
非
難
と
特
櫨
侵
害
と
に
さ
ら
さ
れ
、
逮
捕
投
獄
さ
れ
る
も
の
か
多
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
調
占
は
一
六
三
四
年
千
ャ

1
ル

ズ
一
世
の
宜
言
さ
え
認
め
る
湿
り
石
鹸
慣
格
を
封
皮
常
り
二
片
か
ら
六

i
十
二
片
ま
で
騰
貴
せ
し
め
、
そ
白
た
め
大
衆
的
反
封
を
受
け

た
(
日
E
4
冶
困
ず
日
切
切
M
V
。
「
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
1
組
合
」

む
石
鹸
は
イ
平

p
ス
の
敵
法
王
に
ち
な
ん
で
「
法
王
の
石
鹸
」

(P宮町



目
。
品
)
と
よ
ば
れ
た
(
者
同
吋
E
n
y
E白
匂
同
隠
)
。
と
白
石
鹸
猫
占
は
、
長
期
議
舎
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
共
和
制
に
な
っ
亡
、
多
く
む
濁
立
生

産
者
自
反
割
に
も
か
か
わ
ら
宇
、
二
ハ
四
三
年
以
来
賦
課
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
消
費
税
(
園
玉
に
担
さ
め
て
げ
た
賦
課
金
O
輔
化
静
態
)
徴

枚
上
白
必
要
と
元
の
石
鹸
製
法
業
者
白
特
別
で
あ
る
と
の
球
由
で
、
存
続
を
許
さ
れ
、
少
く
と
か
一
六
芥
六
年
頃
ま
で
は
健
在
で
あ
っ

た
が
、
そ
白
後
D
詳
細
は
あ
き
ら
か
で
な
い

(
4
Z
F
o
z
p
E
司
昆
T
B
3
0

初
期
濁
占
は
、
手
工
業
段
階
に
治
け
る
か
の
プ
ユ
ツ
ピ
ャ

1
の
所
謂
「
都
市
級
機
」
と
そ
れ
に
立
脚
す
る
分
櫨
的
封
建
政
治
慨
制
の

解
消
否
定
白
う
え
に
、

す
一
一
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ

T
段
階
陀
長
け
る
全
闘
終
棒
と
中
央
集
権
的
絡
調
君
主
制
白
う
え
に
成
立
す
る
。

人
一
)

初
期
濁
占
回
全
園
経
演
的
性
格
。

へ
ル
マ
ン
・
レ
ヴ
ィ

l
は
云
う
1
I
1
第
一
忙
寸
多
く
白
車
純
た
地
方
的
生
産
地
が
自
然
的

第
二
に
、

経
時
間
的
理
由
や
運
輸
手
段
D
た
め
一
閣
の
遠
隔
地
ま
で
供
給
す
る
た
め
に
、
か
か
る
地
域
に
沿
け
る
濁
占
が
全
闘
的
澗
占
と
な
っ
た
。

そ
の
創
設
者
が
法
律
に
よ
っ
て
全
園
唯
一
の
拠
出
場
白
特
植
を
獲
得
し
主
党
獲
得
し
う
る
新
産
業
が
あ
る
場
合
に
は
、
澗
占

白
金
園
え
白
鴎
大
が
生
じ
た
。
最
後
忙
濁
占
の
全
閣
北
は
数
伺
の
湖
占
と
く
に
ク
ラ
ブ

T

・
ギ
ル
ド
の
合
併
や
特
定
の
組
合
に
よ
っ
て

獲
得
さ
れ
た
他
白
ギ
ル
ド
に
封
す
る
支
配
か
ら
生
守
る
」
(
ま
仏
印
現
i
u
C
)

。
硝
子
猫
占
主
石
総
溺
占
と
は
、
初
期
渦
占
が
ギ
ル

F
猫
占

と
異
る
全
図
的
狗
占
で
あ
る
と
と
を
示
し
て
い
る
。

初
期
濁
占
町
絶
封
主
義
的
性
格
。
ギ
ル
ド
の
場
合
、
そ
れ
を
成
立
・
存
続
・
燦
止
せ
し
め
る
権
力
的
基
礎
は
地
方
自
治
都
市

で
あ
る
が
、
初
期
猫
占
の
権
力
的
基
礎
は
中
央
集
権
問
結
封
君
主
制
で
あ
り
、
初
期
満
占
が
ヰ
一
閥
的
濁
占
た
る
根
擦
も
一
つ
は
と
と
に

(
-
-
)
 

あ
っ
た
。
初
期
摘
占
心
章
一
一
長
な
動
機
は
「
王
室
と
、
そ
の
利
潤
を
賃
料
の
支
挑
に
上
っ
て
園
王
と
分
ち
合
う
特
許
人
と
由
、
双
方
D
財

政
的
利
益
」
(
岩
国
】
E
B
W
F
E
M
M
l
H
G
)
で
あ
り
、
「
猟
占
白
許
興
は
、
積
々
の
資
本
主
義
企
業
に
関
係
す
る
金
銭
上
の
利
害
関
係
者
と

初

期

珊

占

第
六
十
四
巻

/、

七

第
四
、
王
、
六
現

五
ブL



初

期

調

占

第
六
十
四
轡

六
j市、

第
四
、
五
、
大
競

一六
O

常
陀
ひ
と
し
〈
新
財
源
を
開
と
う
と
し
て
い
る
王
室
と
を
結
ぶ
鎖
を
提
供
し
た
」
(
国
『
弓

w
p
s
E晶
E
由
回
。
l
恒
三
と
と
に
云
う
「
特

許
人
」
・
「
種
々
白
費
本
主
義
企
業
に
闘
係
す
る
金
銭
上
の
利
害
関
係
者
」

1
l
i嘗
時
の
所
調
「
猪
占
者
」
は
上
述
。
責
例
が
如
買
に
と

れ
を
示
し
て
い
る
。

「
絹
占
の
多
く
は
、
宮
を
増
大
し
ま
た
費
本
家
の
援
助
ル
一
宮
裕
に
友
る
た
め
に
、

そ
り
特
権
を
利
用
し
よ
う
と
し

(国

HhH4J
足。
E
h
E
-
n
E
d司・

園
王
が
現
金
陀
か

b
る
特
殊
の
恩
市
措
置
と
し
て
あ
た
え
た
も
白
で
あ
り
L

mEν
、
「
彼
(
チ
ヤ
ー
ル
ス
一
世
:
筆
者
)
の
廷
臣
仕
猫
上
口
許
興
と
樹
占
投
機
と
忙
極
め
之
密
接
な
関
係
を
も
っ

τい
る
。
同
位
白
貴
族
や

た
寵
臣
・
退
職
官
吏
・
軍
人
化
、

退
役
陸
海
持
軍
は
排
他
的
権
利
や
利
権
を
ろ
る
た
め
に
主
宝
と
の
閥
係
者
利
用
し
、
自
ら
金
融
者
や
猫
占
者
同
仏
司
な
ら
・
な
い
場
合
に
は
、

殆
ん
ど
常
に
政
府
と
起
業
者
(
甲

4
a
a
)
と
白
聞
の
媒
介
入
と
し
て
動
い
た
」
(
国
『

4姐

P
E
E
品
目
ma
凶と。

と
れ
比
、

ギ
ル
ド
の

内
部
的
分
化
に
よ
っ

τ生
じ
た
都
市
貴
挨

E
加
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
狗
占
者
を
殆
ん
ど
蓋
し
た
と
と
と
在
る
。
か
く
し
て
、
初

期
濁
占
は
絶
謝
君
、
王
制
を
構
力
的
基
礎
と
し
、
絡
船
剖
君
主
と
そ
れ
を
さ
さ
え
呂
官
僚
長
放
・
都
市
貴
族
む
た
め
白
轡
利
手
段
で
あ
っ
て
.

初
期
調
占
は
首
時
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
私
的
マ
エ
ュ
フ
ア
ク
千
ュ
ア
の
利
四
止
を
擁
護
す
る
ど
と
ろ
か
、
そ
れ
を
抑
座
す
る
も
り
で
あ
っ

た
q

一
六
四
一
年
あ
る
著
者
は
石
鹸
猫
占
年
つ
い
て
述
べ
て
い
た
ー

i
「
多
〈
の
ロ
ン
ド
ン
市
民
は
、
そ
の
仕
事
に
育
て
ら
れ
た
と
と

D
K
い
騎
士
・
郷
士
・
紳
士
に
占
っ
て
、
泡
沫
計
壷
や
異
質
で
な
い
新
盤
明
の
口
寛
の
も
と
忙
、

A
Y
っ
と
そ
れ
で
育
ち
唯
一
白
生
活
手

段
で
あ
る
元
の
職
業
か
ら
閉
め
問
苫
れ
て
い
る
。
星
法
院
で
の
ロ
ン
ド
ン
石
鹸
製
造
業
者
え
の
迫
害
は
・
:
:
常
軌
を
逸
し
、
漁
油
を
使

営
者
)
検
査
人
に
服
従
し
な
か
っ
た
者
は

E
額
に
罰
金
を
課
さ
れ
、
三
間
も
ほ
ぼ
三
十
ヶ
月
投
獄
さ
れ
、
品
物
は
差
押

い
(
潤
占
者
心

さ
れ
、
鍋
や
脂
は
と
わ
さ
れ
、
商
慣
な
'
日
識
は
使
い
も
の
に
な
ら
左
い
よ
う
に
さ
れ
、
家
肢
は
分
散
窮
迫
し
、
財
産
は
殆
ん

E
破
壊
さ
れ

る
」
(
〉
回
目
尼
崎
丹

E
白

吋

2
0
m
m
y
z
o図
。
。
旬
耳
目
百
四

F
O
由。
4
ω
E
5
0
m
m・
忌
良
・
M
M
M
4

国

F
0
4
u
昌
吉
。
句
。
H
O
E
dミ
∞
日
l
w
回
よ
り
)
と
。

'7 

ユ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
・
プ
ル
ジ
ュ
ア
ジ
ー
を
先
頭
と
す
る
絹
立
生
産
者
i
l
l
初
塑
濁
占
の
慣
格
品
上
・
品
質
悪
化
・
供
給
不
足
忙
悩
む
人

， ， 
'仇b 



民
大
衆
E
と
初
期
満
占
|
1絶
樹
君
主
制
上
」
は
県
民
団
か
ち
術
突
す
る
。
「
調
占
論
手
」
は
か
か
る
人
民
闘
争
の
議
合
的
表
現
で
あ
る
。

(
三
)

初
期
満
占
の
守
Z
2
7
7
0
チ
ユ
ア
的
性
格

初
期
猟
占
は
、
絶
劃
君
主
が
接
頭
す
る
私
的
マ
一
一
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ

7
K
封
抗
し
て
自
ら
の
階
級
支
配
を
維
持
す
る
た
め
に
創
設
し
た

濁
占
的
特
機
的
7

-
一
ュ
フ
ア
炉
チ
ュ
ア
で
あ
る
。
そ
れ
は
潤
占
的
特
権
の
恩
恵
の
も
と
に
私
的
7

2

ユ
ワ
ア
ク
千
品

7
と
比
較
に
危

ι

な
い
日
大
マ
ニ
尋
ブ
ア
ク
千
ュ

7
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
越
べ
た
輸
子
潤
占
の
マ
ン
セ
ル
は
、

で

一
大
二
四
年
議
舎
の
「
濁
占
侠
例
」
諭
一
年

=ュ

1
カ
ツ
ス
ん
の
彼
白
鞘
干
製
詮
場
で
四
、

0
0
0人
の
労
働
者
を
艇
備
し
て
い
る
ム
」
誇
稽
し
(
耳
戸
】
叩
訂
正
"
ま
白
・
勺
寸
品
目

zdヨ

F
H
a
ω
日
企
、
一
六
。
七
一
六
四
八
年
祭
え
た
猫
占
担

1
ヤ
ル
・
7
ラ
ム
・
ワ
ー
ク
ス
(
開
。
吉
岡
〉
E
E
君
。
再
m
)

で
は
、

二
年
そ
れ
で
八

O
O家
族
が
生
計
を
立
て
、
そ
れ
が
も
っ
て
い
た
六
作
業
場
白
あ
る
も
む
は
六

O
人
(
出
E
4
w
M
V
E
m
E
ど
ま
た
五
の
一

一ムハ

。

人

(

弓

=

E

E

E
島

下

車

i
島
)
の
労
働
者
を
艇
備
し
、

吏
忙
一
五
九

O
年
来
濁
占
を
形
成
し
た
2

ュ
1
カ
ッ
ス
ル
石
炭
業
で
は

一
六
四
九
年
抗
夫
総
数
千
人
、

一
僻
主
が
五

0
0
l
一・

0
0一O
人
の
抗
夫
を
使
乃
て
い
た
と
一
I
b
れ
る
(
=
『
4
u
F
E
凹
寸
J

3

0

と
れ
ち
の
労
働
者
が
い
か
に
配
賀
さ
れ
て
い
た
か
を
示
す
好
例
は
、
錦
繍
採
掘
精
錬
繍
占
の
冨
ヨ
2
同
♀
己
曾
枇
白
ケ
ズ
ウ
イ
ッ
ク
・

コ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
。
そ
と
で
は
ピ
ュ
リ
タ
ン
革
命
前
問
、

0
0
0
λ
の
労
働
者
が
使

b
れ
て
い
た
が
、
「
そ
れ
は
貨
に
産
業
の
特
集
で
あ

っ
て
、

ぞ
と
忙
は
各
種
の
労
働
者
が
や
と

b
れ
て
い
た
。
E
・
鍛
石
が
地
表
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
、

そ
れ
は
抗
の
近
く
に
設
け
ら
れ
た

切

E
E
H
ν
5
m
i

『。E
o
で
選
鍛
さ
れ
、
破
砕
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ニュ

l
ラ
ン
ド
の
あ
る
耳
目
臣
官
回
開
l
g
E
O
で
は
.
通
常
十
人
か
ら

十
一
一
人
の
人
を
や
冒
と
っ
て
、
そ
の
中
に
あ
る
程
度
白
分
業
が
あ
っ
た
。
:
そ
れ
か
ら
鉱
石
は
種
々
の
鉱
山
か
ら
ケ
ズ
ウ
イ
ツ
ク
の
製

錬
所
忙
烏
く
ち
ね
ば
な
ら
左
か
っ
た
。
運
搬
の
業
務
は
き
は
め
て
重
要
左
部
分
を
な
し
て
い
て
:
・
多
人
数
が
や
と

b
れ
て
い
た
。

;
・
製
錦
所
で
の
雇
傭
人
数
は
ま
ち
ま
ち
だ
が
、
あ
る
場
合
は
、
二
十
五
人
と
一
砕
鍛
夫
及
び
一
監
督
、
他
白
場
合
忙
は
十
三
人
を
や

相

期

調

占

第
穴
十
四
巻

一
六
九

第
四
、
豆
、
穴
披

占，、



相

矧

調

占

第
六
十
四
巻

七
O 

事
四
、
五
、
占
八
披

プて

と
っ
て
い
た
」
(
出
国
防
E
F
2
、
開
ロ
巴
訪
問
団
E
E
B色
。
。
Z
E
F
E
m
耳

匂

茸
l

語
大
探
A
雄
『
近
代
費
本
主
義
の
果
諜
』
昭
和
二
十
二
年
一
七
七
!

八
頁
よ
り
)
。
そ
れ
は
ま
さ
じ
く
日
大
マ
ェ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
云
う
「
大
工
業

(
H
p
m
E
E
m
-邑
E
E
4
で
あ
る
。

か
か
る
澗
占
的
特
権
的
日
大
す
=
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ナ
低
調
占
的
特
権
に
よ
る
手
厚
い
保
護
に
も
か
か

bι
ホ
ノ
、
多
く
北
人

と
と
ろ
で
、

敗
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
さ
き
忙
述
べ
た
ロ
ー
ヤ
ル
・
マ
イ
ン
ス
合
枇
の
一
中
心
経
皆
ケ
ズ
ウ
イ
ツ
ク
・
コ
ロ
-
一

l
で
ぼ
、
一
五
六
回

(
創
立
)
|
一
六

O
O年
の
三
十
七
年
聞
に
合
枇
そ
の
他
に
二
七

¥
0
0
0勝
目
狽
失
を
か
け
、
途
化
合
枇
は
同
ち
終
叫
営
を
放
棄
し
て
王
、

宝
か
ち
う
け
た
特
椎
を
個
人
そ
の
他
の
鏑
業
者
に
賃
貸
し
て
、
主
安
忙
支
梯
う
賃
料
ム
」
賃
貸
料
を
搾
り
山
刊
す
私
的
鍛
業
者
の
寄
生
的
名

ホ
と
怠
っ
た
(
岩
戸
v
目。
2
F
M
L
℃

日

HIs-
か
か
る
現
象
は
、
ミ
、
不
ラ
ル
・
ア
ン
ド
・
バ
タ
リ
l

・ワ

1
ク
ス
に
も
ロ
ー
ヤ
ル
・
ナ
ラ

ム・

7

1
ク
ー
に
も
そ
白
他
に
も
多
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
て
司
か
か
る
初
期
調
占
は
私
的
マ
ユ
ユ
フ
ア
タ
チ
ュ
ア
・
プ
ル
デ
ユ
ア

ジ
ー
を
先
頭
と
す
る
人
民
大
衆
を
喰
物
と
す
る
官
僚
貴
族
H
都
市
貴
族
の
利
権
に
ほ
か
た
ち
な
い
。
初
期
間
判
占
は
、
た
と
え
て
見
れ
ば
、

帝
閥
、
主
義
段
階
に
烏
け
る
猟
占
資
本
の
延
命
策
と
し
て
の
枇
合
北
日
同
有
化
と
ひ
と
し
く
、

一
闘
の
経
済
を
荒
療
破
滅
せ
し
め
る
も
の

で
あ
っ
た
。

四

初

期

濁

占

の

淡

落

業

自

初
期
凋
占
は
特
積
イ
ギ
り
ス
的
現
象
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
白
ル
イ
十
四
世
治
下
で
は
、

い
b
ゆ
る
「
大
工
業
」

1

1
図
立
γ

一三

ヲ
ア
ク
千
ュ
ア
・
王
室
マ
エ
ユ
ブ
ア
ク
チ
ュ

7

・
特
権
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
ー
ー
が
フ
ラ
ン
ス
織
物
の
三
分
白
二
を
生
産
し
た
が
、

そ
れ
は
小
規
模
工
業
白
根
強
い
抵
抗
を
防
ぎ
得
宇
、
保
護
政
策
の
放
棄
さ
れ
た
ル
イ
十
五
世
治
下
で
は
織
物
白
三
分
D

一
し
か
生
産
し



な
か
っ
た
。

「
そ
れ
は
、

コ
ル
ベ

1
ん
が
フ
ラ
ン
ス
に
あ
た
え
よ
う
と
し
た
繁
柴
に
寄
興
し
た
と
と
は
疑
左
い
が
、
賢
際
は
極
め
て
制

限
さ
れ
た
意
味
し
か
事
た
泣
い
本
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
普
遍
的
意
味
を
も
た
ら
さ
左
か
っ
た
し
、
そ
れ
と
現
在
白
終
棒
組
織
と
白
聞
に

は
何
等
白
関
係
も
あ
と
づ
け
ら
れ
得
丘
い
」
(
吋

F
P
E
c
k
-
E
E
E
E
o
s
-
E
B
E
E
F
R
E
E
4
5
4
匂
皆

1
5。
フ
ラ
ン
ス
資
本

そ
白
楼
嘘
の
う
え
比
品
目
展
し
た
。
そ
れ
は
ま
苫
し
〈
「
大
工
業
」
に
抵
抗
し
た
小
規
模
工
業
白

主
義
は
「
大
工
業
L

の
末
試
阿
で
な
く
、

と
れ
は
よ
り
一
肘
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

反
濁
占
運
動
は
初
期
調
占
に
反
封
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
初
期
溺
占
を
さ
さ
え
る
権
力
的
某
礎
た
る
絶
劉
君
主
制
に
劃
す
る
権
力
闘

争
1

1
プ
主
ユ
ア
草
命
運
動
白
一
環
と
し
て
、
展
開
さ
れ
た
。
記
占
論
争
」
は
か
か
る
庚
般
左
人
民
闘
争
の
議
舎
的
表
現
で
あ
り
、

絹
占
に
反
射
し
た
下
院
は
、

Y

ツ
コ

l
レ
ー
の
云
う
よ
う
に
、
と
の
一
問
題
忙
闘
す
る
限
り
「
会
同
民
を
そ
白
背
後
に
見
出
し
た
の
で
あ

る
」
。
一
六
四

O
年
秋
長
期
議
合
が
閲
か
れ
る
や
、
調
占
白
苦
痛
を
除
け
と
の
諦
闘
が
全
関
海
士
山
々
か
ら
議
合
え
殺
倒
し
た
。
つ

1
ル

ベ
ツ
ベ

E
は
さ
き
に

P
D
一
部
を
か
か
げ
た
猟
占
反
釣
演
説
宜
、

系
識
を
つ
ぐ
も
白
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、

「
b
た
し
は
諸
君
K
わ
が
主
闘
の
叫
ぴ
を
と
だ
ま
し
て
い
る
D
だ」

と
ま
う
言
葉
で
結
ん
だ
ほ
主
で
あ
る
(
町
民
E
E
E
E
4
E
E
4
6
〈
C
H

・E

日》・。
ω-O

同
ピ
J
Q
u
C
E
E
F問
g
m凶
器
)
。

か
く
し
て
、
長
期
議
舎
は
士
や
そ
の
主
要
在
絹
占
の
無
殺
を
宜
有
し
、
鍋
占
白
権
力
的
基
礎
売
る
絶
謝
君
主
制
に
劃
す
る
支
配
力
を

増
大
す
る
と
共
に
‘
獅
占
者
に
は
議
席
を
拒
絶
す
る
決
議
を
行
い
、
現
に
一
六
四
一
年
一
月
二
十
一
日
忙
は
四
人
の
潤
占
者
を
下
院
か

闘
杓
濁
占
は
政
治
的
非
難
と
友
る
と
と
が
左
く
な

ら
閉
め
附
し
た
(
出
『
ベ
ア

E仏
印

ω
u
l
g
)
。
長
期
議
合
白
ζ

白
行
震
と
と
も
に
、

っ
た
(
当
国
宝
R
u
開
国

m
-
5
1
0
5
c二
向
。
君
主
、
∞
字
書
。
然

L
初
期
満
占
は
一
六
八
八
年
名
勝
革
命
に
よ
っ
て
成
文
法
の
否
定

す
る
と
と
ろ
と
な
っ
た
i
|〔
1
〕
か
の
「
人
権
宜
百
」

(
国

E
L
E四
冨
と
は
、
議
合
白
法
律
を
無
視
し
て
猫
ト
口

lll閣
内
調
占
と
貿
易

調
占
と
を
と

b
ヂ
ー
ー
を
あ
た
え
る
園
王
白
大
植
を
剥
奪
し
、
そ
れ
を
普
通
法
白
濁
占
反
劉
原
則
と
「
猫
占
保
例
」
の
規
定
に
従
属
さ

相

期

掴

占

第
六
十
四
巻
三
七

第
四
、
豆
、
大
競

大



相

期

事掲

占

第
六
十
同
巷

= 
七

事
四
、
豆
、
六
競

一
六
四

せ
、
〔

E〕
「
王
室
鎖
山
保
例
」
(
民
自
国
日
開
品
巳
〉
三
位
、

「
銅
・
錫
・
銭
・
鉛
の
繍
山
は
、

そ
れ
か

ι金
銀
が
得
ら
れ
で
も
、
そ
れ
は
，

マ
イ
ン

E

ロ
ー
ヤ
ル
と
判
断
し
、
呼
栴
し
、
誤
解
す
べ
き
で
な
い
」
と
規
定
さ
れ
、
と
れ

ι金
属
鉱
業
狗
占
の
法
的
根
擦
ム
」
在
っ
て
い

た
王
宕
の
鉱
山
慨
を
剥
奪
し
た
(
戸
『
司
冶

E
P
∞
ω
4
4
6
}
自
初
期
狗
占
は
プ
ル
ジ
ュ
ナ
革
命

1
i絶
劃
君
主
制
釘
倒
と
主
も
托
没
搭

す
る
。
プ
ル
ジ
ュ
ア
革
命
は
初
期
濁
占
と
と
も
に
、
そ
れ
を
さ
さ
え
る
絶
劉
君
主
制
を
打
倒
し
て
、
園
内
産
業
忙
闘
す
る
限
り
漸
弐
衰

え
る
ギ
ル
ド
的
地
方
猫
占
を
除
い
て
閏
由
競
争
1

1
管
業
自
由
を
資
現
す
る
。
プ
ル
ジ
ュ

7
草
命
は
絶
針
君
主
U
官
僚
費
放
H
都
市
費

族
の
濁
占
的
特
格
的
マ
↑
て
一
フ
ア
ク
チ
斗
ア
白
軌
道
を
私
的
マ
エ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
の
軌
道
忙
切
り
か
え
た
が
、
そ
れ
と
そ
自
由
競
争

-

l
営
業
白
出
白
意
味
す
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
新
し
く
獲
得
さ
れ
た
紫
業
自
由
と
そ
イ
ギ
リ
ス
資
木
主
義
1
l
l
私
的
マ
ュ

ユ
フ
ア
タ
チ
ュ

7
軌
道
白
新
し
い
展
望
を
約
束
す
る
も
の
で

t

あ
る
。

絶
樹
君
主
H
官
僚
質
放
H
都
市
貴
族
心
斉
業
政
策

i
lレ
ヴ
ィ
ー
の
問
。
百
]
足
。
R
E
t
-窃
臣
、
同
S
E
m
z
n
F
o
己
E
E
z
r
m目
E
(
同

『
4
、
白
目
白
色
品
。
u
m
宰
)
は
と
と
に
終
り
を
つ
げ
た
。
然
し
新
し
い
権
威
忙
つ
い
た
議
舎
は
直
ち
に
同
L
E
E
R
E
E
D
自
由
放
任
政

策
を
と
る
ま
で
に
は
、
ま
だ
ま
だ
距
離
が
あ
っ
た
。
議
舎
は
カ
ン
=
ン
ガ
ム
の
所
謂
議
合
的
コ
ル
ベ

1
ル
主
義

可
R
-
E
B
A
U
D
E
q
h
o
一

ず
宣
伝
E
2
E
E
$
E
W
E
S
F
t
p
m
V
E
V
F
E
m同
司
自
己
岳
民
ロ
2
2・。
F
E
d
E「
目

M
V
E
G一3
1
1保
護
貿
易
政
策
を
採
用
し
た
。

関
内
産
業
に
は
能
う
か
ぎ
り
の
管
業
自
由
、
外
岡
貿
易
忙
る
岡
内
産
業
白
保
護
、
と
れ
が
新
し
い
プ
ル
ジ
ュ
ア
議
合
む
産
業
政
策
で
あ

っ
た
え
註
ニ
)

土
地
貴
族
H

都
市
貴
族
と
産
業
費
木
(
士
一
主
ア
ァ
タ
チ

L

ア
・
プ
ル
ジ
ュ
ア
ジ
1ν

と
の
劃
抗
抗
争
は
プ
ル
ジ
ュ
ア
草
命
に
よ
っ
て
終
つ

た
も
の
で
な
く
、
周
知
の
よ
う
に
下
l

p
ー
と
ホ
ィ
ッ
グ
白
釘
立
と
し
て
安
協
同
形
態
む
も
と
に
再
現
し
、
新
し
い
議
合
的
ヨ
ル
ベ

l
ル

ア
シ
シ
ヤ
シ
・
レ
ヂ

1
ム

ユ

エ

エ

主
義
を
め
ぐ
っ
て
相
争
う
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
健
制
度
の
階
級
闘
争
白
総
決
算
で
あ
り
、
新
時
代
町
階
級
闘
争
の
間
後
知
で
あ
る
プ



ル
ジ
ュ
ア
草
命
を
、
と
と
で
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

註
=
ァ

F
A
・
ス
ミ
ス
『
園
富
論
」
は
そ
山
第
四
編
。
大
部
分
を
あ
て
与
、
基
商
主
義
を
批
判
し
て
い
る
が
、
ス
ミ
ス
の
概
念
す
る
草
荷
主
義
は
貿
易

差
額
主
義
!
貿
易
政
策
に
限
定
さ
れ
て
い
る
み
」
見
て
差
支
な
か
ろ
う
。
と
云
う
白
位
、
ス
ミ
ス
の
寅
践
の
調
象
と
な
っ
て
い
た
営
時
円
重
商
主
義
が
既

に
目
〕

EH
自

Z
B
E
E
S
で
な
〈
、
新
し
い
議
官
的
コ
ル
ベ
ー
ル
主
義

l
l貿
易
眼
鏡
で
あ
り
圏
内
世
業
に
は
比
較
的
自
由
競
手
を
許
し
て
い
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
、

ζ

の
黙
に
つ
い
て
は
、
後
遣
す
る
槽
曾
が
あ
ろ
う
。

本
稿
は
昭
和
廿
三
和
主
日
廿
四
年
U

二
年
間
に
わ
た
っ
て
、
究
部
省
人
文
科
事
研
究
費
に
よ
っ
て
行
っ
た
「
イ
ギ

9
ス
に
お
け
る
初
期
蝿
占
の
肝
究
」

の
成
果
昭
一
部
分
で
あ
る
。
こ
誌
に
記
し
て
と
〈
に
感
謝
目
念
を
あ
ら
わ
ず
究
部
で
あ
る
。

相

掴

第
六
十
四
巻

七

期

占

第
四
、
玉
、
山
崎
臨

一
六
主




